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(57)【要約】
【課題】面白みのある演出を実行することが可能な遊技
機を提供すること。
【解決手段】前半部分から後半部分に移行することが、
大当たりとなる可能性が残る事象として設定されている
第一予告演出７１および第二予告演出７２を実行する演
出実行手段を備え、前記第一予告演出７１が前半部分か
ら後半部分に移行するか否か（例えば、扉が閉まるか否
か）の結末、および前記第二予告演出７２が前半部分か
ら後半部分に移行するか否かの結末（例えば、扉が閉ま
るか否か）が略同時に示されるものであり、前記第二予
告演出の後半部分の結末により大当たりに当選したこと
が報知された場合には、遊技者が享受する利益が最も大
きい大当たりとなることが確定する遊技機１とする。
【選択図】図１９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前半部分から後半部分に移行することが、大当たりとなる可能性が残る事象として設定
されている第一予告演出および第二予告演出を実行する演出実行手段を備え、
　前記第一予告演出が前半部分から後半部分に移行するか否かの結末、および前記第二予
告演出が前半部分から後半部分に移行するか否かの結末が略同時に示されるものであり、
　前記第二予告演出の後半部分の結末により大当たりに当選したことが報知された場合に
は、遊技者が享受する利益が最も大きい大当たりとなることが確定することを特徴とする
遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ぱちんこ遊技機等の遊技機においては、表示装置に種々の画像が表示されることにより
、遊技の趣向性向上が図られている。下記特許文献１には、表示装置の表示領域全体に「
扉」を表示する演出が実行可能な遊技機が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８-２０６６０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、面白みのある演出を実行することが可能な遊技機を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するためになされた本発明にかかる遊技機は、前半部分から後半部分に
移行することが、大当たりとなる可能性が残る事象として設定されている第一予告演出お
よび第二予告演出を実行する演出実行手段を備え、前記第一予告演出が前半部分から後半
部分に移行するか否かの結末、および前記第二予告演出が前半部分から後半部分に移行す
るか否かの結末が略同時に示されるものであり、前記第二予告演出の後半部分の結末によ
り大当たりに当選したことが報知された場合には、遊技者が享受する利益が最も大きい大
当たりとなることが確定することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明にかかる遊技機は、面白みのある演出を実行することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本実施形態にかかる遊技機の概略図である。
【図２】遊技盤およびその後方に固定された表示装置を示した図である。
【図３】表示装置の概略図であって、（ａ）は正面図、（ｂ）はＡ－Ａ線断面図である。
【図４】第二表示装置における明度調整を説明するための概略図である。
【図５】第一特定変動（演出）を説明するための概略図である。
【図６】（ａ）は略縦方向の変動態様、（ｂ）は略横方向の変動態様を説明するための図
である。
【図７】第一特定変動時において擬似連続演出が発生する際のチャンス目擬似停止態様の
一例を示した図である。
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【図８】第一特定変動時において第一識別図柄（群）および第二識別図柄群が第一表示領
域と第二表示領域に跨って表示された態様を示した図である。
【図９】第二特定変動（演出）を説明するための概略図である。
【図１０】第二特定変動時における各識別図柄の態様を説明するための図である。
【図１１】（ａ）は第一表示装置に表示される特定画像を示した図、（ｂ）は第一表示装
置に設定されたレイヤの概略を説明するための図である。
【図１２】特定画像が表示される際における識別図柄の表示について説明するための図で
ある。
【図１３】枠演出を説明するための図である。
【図１４】分岐演出の流れを示したタイムチャートである。
【図１５】分岐演出の一例を示した図である。
【図１６】分岐演出の結末の態様（図１５の続き）を示した図である。
【図１７】基本態様と候補表示の対応関係を示した図である。
【図１８】高信頼度の候補表示が選択される蓋然性が副演出により示唆される態様の一例
を示した図である。
【図１９】同時進行演出における前半部分から後半部分への移行の成否について、発生し
うるパターンを示した図である。
【図２０】第一態様発生時における後半部分の結末について、発生しうるパターンを示し
た図である。
【図２１】第二態様Ａ発生時における後半部分の結末について、発生しうるパターンを示
した図である。
【図２２】第二態様Ｂ発生時における後半部分の結末について、発生しうるパターンを示
した図である。
【図２３】特別演出の概要を説明するための図である。
【図２４】複合報知演出の流れを示したタイムチャートである。
【図２５】複合報知演出の一例（開始から停止点に至るまで）を示した図である。
【図２６】複合報知演出の一例（図２５（ｃ）の続き）を示した図である。
【図２７】複合報知演出の一例（図２６（ｃ）の続き）を示した図である。
【図２８】複合報知演出の一例（図２６（ｄ）の続き）を示した図である。
【図２９】複合報知演出の一例（図２６（ｄ）の続き）を示した図である。
【図３０】「バトル」ではなく、その他の態様で「昇格」の有無が報知されるように設定
された例を示した図である。
【図３１】ステップアップ演出の一例を示した図である。
【図３２】ステップアップ演出の一例（図３１の続き）を示した図である。
【図３３】（ａ）は複合表示演出において設定された分割態様を示した図であり、（ｂ）
は区切画像（候補要素）の種類を示した図である。
【図３４】複合表示演出の一例を示した図である。
【図３５】複合表示演出の一例（図３４の続き）を示した図である。
【図３６】複合表示演出において発生しうる特殊変化態様の例を示した図である。
【図３７】第一表示装置（第一表示領域）と第二表示装置（第二表示領域）に跨って少な
くとも一部の分割領域が表示された状態を示した図である。
【図３８】挿入画像の表示を契機として、分割態様（分割領域の数）が変化する例を示し
た図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
１）全体構成
　以下、本発明にかかる遊技機１の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。ま
ず、図１および図２を参照して遊技機１の全体構成について簡単に説明する。
【０００９】
　遊技機１は遊技盤９０を備える。遊技盤９０は、ほぼ正方形の合板により成形されてお
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り、発射装置９０８（発射ハンドル）の操作によって発射された遊技球を遊技領域９０２
に案内する通路を構成するガイドレール９０３が略円弧形状となるように設けられている
。遊技領域９０２には、始動口９０４、大入賞口９０６、アウト口９０７などが設けられ
ている。
【００１０】
　また、遊技領域９０２には、流下する遊技球が衝突することにより遊技球の流下態様に
変化を与える障害物としての遊技釘が複数設けられている。遊技領域９０２を流下する遊
技球は、遊技釘に衝突したときの条件に応じて様々な態様に変化する。
【００１１】
　このような遊技機１では、発射装置９０８を操作することにより遊技領域９０２に向け
て遊技球を発射する。遊技領域９０２を流下する遊技球が、始動口９０４や大入賞口９０
６等の入賞口に入賞すると、所定の数の賞球が払出装置により払い出される。
【００１２】
　大当たりの抽選は、図示されない制御基板に設けられた当否判定手段が始動口９０４へ
の遊技球の入賞を契機として実行する（このような始動口９０４は複数設けられていても
よい）。具体的には、始動口９０４への遊技球の入賞を契機として乱数源から数値（以下
、当否判定情報と称することもある）が取得され、当該数値が予め定められた大当たりの
数値と同じである場合には大当たりとなり、異なる場合にははずれとなる。本実施形態で
は、公知の遊技機と同様に、大当たりとなる場合には、表示装置１０に表示される識別図
柄２０が所定の組み合わせ（例えば同じ図柄の三つ揃い）となることによって報知され、
それ以外の組み合わせが表示された場合にははずれとなる。
【００１３】
　本実施形態では、上記当否判定のための数値が取得された順に当否判定結果の報知が開
始される（識別図柄２０（識別図柄群２０ｇ）の変動が開始される）こととなるが、ある
数値が取得されたときに、それより前に取得された数値に基づく当否判定結果が報知され
ている際には、当該ある数値に基づく当否判定結果の報知が開始されるまで、図示されな
い制御基板に設けられた記憶手段に記憶される。未だ当否判定結果の報知が開始されてい
ない数値（当該数値のそれぞれに対応するものが「保留（情報）」である。保留（情報）
は当否判定情報の下位概念であるといえる）の最大の記憶数（最大保留数）は適宜設定す
ることができる。本実施形態における記憶手段が記憶できる最大保留数は、一種の始動口
９０４につき四つである。なお、本実施形態では、当否判定結果の報知が開始される時点
で、取得された数値が大当たりとなる数値か否かが判断されることとなるが、数値が取得
されたときに当否判定を行い、当否判定結果自体を記憶させておく構成としてもよい。ま
た、取得された数値は、当否判定結果を報知する演出の具体的な内容を決定するための数
値としても利用される。
【００１４】
　本実施形態にかかる遊技機１では、記憶手段に記憶されている当否判定結果の報知が開
始されていない取得された数値（当否判定情報）のそれぞれに対応するマークである保留
図柄（図示せず）が表示装置１０に表示される。本実施形態では、数値が取得されたタイ
ミングが早いものから（いわゆる保留消化が早いものから）順に左から並ぶよう表示され
る。保留図柄を表示する専用の表示装置が設けられていてもよい。保留図柄の態様は常に
同じであってもよいし、対応する当否判定結果が大当たりとなる蓋然性（以下、（大当た
り）信頼度と称することもある）が高まったことを示唆する通常の保留図柄とは異なる態
様の一または複数種の特殊図柄が設定されていてもよい。
【００１５】
　なお、遊技機１の枠体、遊技球を貯留する下皿や上皿など、本発明に関係のない遊技機
１の構成要素は説明を省略する。これらについては公知の遊技機と同様の構造のものが適
用できる。
【００１６】
２）表示装置
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２－１）表示装置の基本的構成
　上述したように、本実施形態にかかる遊技機１は、当否判定結果を報知するための識別
図柄２０や、各種演出が実行される表示装置１０を備える。かかる表示装置１０の詳細に
ついて説明する。図３に示すように、本実施形態にかかる遊技機１は、表示装置１０とし
て、第一表示装置１１および第二表示装置１２を備える。本実施形態における第一表示装
置１１および第二表示装置１２は、ともに液晶表示装置である。第一表示装置１１は、物
理的な構成（有体物）として、表示領域（以下、第一表示領域１１１と称することもある
）を構成する部分と、当該部分の周囲に設けられる枠部（以下、第一枠部１１２と称する
こともある）を有する。同様に、第二表示装置１２は、物理的な構成（有体物）として、
表示領域（以下、第二表示領域１２１と称することもある）を構成する部分と、当該部分
の周囲に設けられる枠部（以下、第二枠部１２２と称することもある）を有する。
【００１７】
　第一表示装置１１は、第一表示領域１１１の表示面が前後方向に対して略直交するよう
に（垂直方向に沿うように）、遊技機１の本体側に対して動かないように固定されたもの
である。遊技者に対して表示面が正対するものであるともいえる。一方、第二表示装置１
２は、第二表示領域１２１の表示面が傾斜した状態にあるものである。具体的には、一方
側の側縁から他方側の側縁にかけて、次第に遊技者側（前側）から離れるように傾斜した
状態で、遊技機１の本体側に対して動かないように固定されたものである。本実施形態に
おける第二表示装置１２の表示面は、その上側縁から下側縁にかけて、次第に遊技者側か
ら離れるように傾斜した状態にある（図３（ｂ）参照）。
【００１８】
　第二表示装置１２は、第一表示装置１１の上方に設けられている。本実施形態では、第
一表示装置１１の上側縁（第一枠部１１２の上側縁）と、第二表示装置１２の下側縁（第
二枠部１２２の下側縁）が接触または近接するように配置されている。つまり、第一表示
領域１１１と第二表示領域１２１が、第二表示領域１２１を上として上下に並ぶような状
態にある。別の視点でいえば、第一枠部１１２の上側縁および第二枠部１２２の下側縁の
少なくともいずれか一方（以下、当該部分を境界枠部１４と称することもある）が間に位
置した状態で第一表示領域１１１と第二表示領域１２１が上下に並ぶように配置されてい
る。したがって、（境界枠部１４の存在を無視すれば）第一表示領域１１１と第二表示領
域１２１とによって、一つの大きな表示領域（以下、複合表示領域１３と称することもあ
る）が構築されているともいえる。複合表示領域１３の表示面は、その下側の一部が前後
方向に直交する平坦な面であり、その上側の一部が垂直面に対して傾斜した面であるとい
える。表示面の上側の一部が前方に向かってせり上がるような形状であるともいえる。側
方視においては、複合表示領域１３は、上端から後方に向かうように傾斜し、途中で真っ
直ぐ下端に向かって延びるような形状であるといえる。また、正面視（前後方向に直交す
る平面に投影した形状）においては、複合表示領域１３は「縦長」の形状を呈する（後述
するアスペクト比が１超である）ものである。
【００１９】
　複合表示領域１３の少なくとも一部は、遊技盤９０に形成された開口９０１を通じて視
認されるものである。つまり、開口９０１に重なる部分が遊技盤９０に覆われずに露出す
ることになる。そして、当該開口９０１に重なる位置に、境界枠部１４が位置する（図２
参照）。本実施形態では、第一表示装置１１（第一表示領域１１１）と第二表示装置１２
（第二表示領域１２１）が並べて配置されるため、両者の間に位置する境界枠部１４が遊
技者に視認される（遊技盤９０に形成された開口９０１を通じて視認される）状態となる
ことは致し方がないことであるといえる。複合表示領域１３のその他の一部は遊技盤９０
の透明な部分を通じて視認される。
【００２０】
　また、本実施形態では、第一表示装置１１の左側縁および右側縁（第一枠部１１２の左
側縁および右側縁）は、それぞれ、第二表示装置１２の左側縁および右側縁（第二枠部１
２２の左側縁および右側縁）と左右方向（遊技者にとっての左右方向をいう。以下同じ）
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における位置が同じである（図２、図３（ａ）参照）。つまり、第一表示装置１１の左側
縁と第二表示装置１２の左側縁が、正面視で上下に一直線となるように、かつ、第一表示
装置１１の右側縁と第二表示装置１２の右側縁が、正面視で上下に一直線となるように配
置されている。
【００２１】
　図示されない表示制御手段により、表示装置１０（第一表示装置１１、第二表示装置１
２）に種々の画像（以下、「画像」というときは静止画、動画の両方を含むものとする）
が表示される。表示制御手段は、第一表示装置１１および第二表示装置１２のそれぞれを
独立して制御することも可能であるし、第一表示領域１１１と第二表示領域１２１に跨っ
て画像が表示されるように、すなわち複合表示領域１３に所定の画像が表示されるように
第一表示装置１１と第二表示装置１２を制御することも可能である。
【００２２】
２－２）明度に関する制御
２－２－１）本実施形態では、第二表示装置１２（第二表示領域１２１）に表示される画
像の明度は、表示面全域に亘って均一ではない。具体的には、第二表示領域１２１の上側
に表示される画像に比して、下側に表示される画像の方が、明度が高くなるように設定さ
れている。つまり、前側（遊技者側）に表示される画像よりも、後側に表示される画像の
方が、明度が高くなるように設定されている。仮に、第二表示領域１２１の上側の一部と
、下側の一部に、全く同じ態様の画像が表されるとしても、上側の画像に比して下側の画
像の方が、白みがかった（白が強い）態様とされる。
【００２３】
　本実施形態では、第二表示装置１２の表示面は「傾斜」しているのであるから、当該傾
斜に合わせるように、下側に向かうにつれて明度が高くなるようにされている。換言すれ
ば、下側に向かうにつれて「白」が強くなるようなグラデーションが施された構成とされ
ている。より具体的にいえば、第二表示領域１２１を構成する複数の画素について、下側
に位置する画素ほど「白」が強くなるようなグラデーションが施されているということで
ある。このような構成としているのは次の理由による。
【００２４】
　本実施形態における第二表示装置１２は、上側が前方に、下側が後方に位置するように
して傾斜している。したがって、（上記のような明度調整が行われていない場合）第二表
示装置１２自身の上側部分が影となり、第二表示領域１２１の下側が暗くなる（図４（ａ
）参照）。また、第二表示領域１２１の下側ほど、遊技者から離れているのであるから、
より一層遊技者は下側に表示される画像が暗く見える。つまり、表示される画像が不均一
に見えてしまうおそれがある。したがって、表示領域の下側に向かうにつれて明度が高く
なるようなグラデーションを施すことにより、明度が不均一に見えてしまうこと（下側が
暗く見えてしまうこと）を抑制する。
【００２５】
　特に、本実施形態では、第二表示装置１２の下方に、第一表示装置１１が設けられてい
る。すなわち、第一表示領域１１１と第二表示領域１２１が隣接して並べられている。し
たがって、前後方向に対して直交する表示面である第一表示領域１１１に表示される画像
との比較により、第二表示領域１２１に表示される画像の不均一性が際立ってしまうおそ
れがあるところ、本実施形態では、上記のような措置を施しているため、第二表示領域１
２１に表示される画像の不均一性を遊技者が感じてしまうおそれが低減される。
【００２６】
　上記のようなグラデーションを施す手法としては種々考えられる。第二表示領域１２１
の表示面が前後方向（正対する遊技者の視線）に対して直交するように配置されていると
仮定した場合に、当該表示領域における下方ほど明度が高くなる（「白」が強くなる）よ
うに見えるものであれば、どのような手法を用いてもよい。例えば、画像表示装置におい
て複数の画像をレイヤとして重ねて出力する手法が公知であるところ、そのレイヤの一つ
として、下方に向かうほど「白」が強くなるような透明なグラデーションレイヤＧ（図４
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（ａ）参照）を含ませることで、下方ほど明度が高くなるようにする手法が考えられる。
また、下方に向かうほど「白」が強くなる（上方に向かうほど「黒」が強くなる）有体物
としての光学シートを第二表示領域１２１に貼付するといった手法も考えられる。
【００２７】
２－２－２）本実施形態における構成はあくまで一例である。例えば以下のように変更、
具体化等してもよい。
【００２８】
ａ）上記「グラデーション」は、第二表示領域１２１の全体に亘って施されていなくても
よい。第二表示領域１２１の下側の一部に施されていてもよい。つまり、第二表示領域１
２１の上側の一部は、明度が均一であってもよい。
【００２９】
ｂ）明度の変化態様は「グラデーション」であることに限られない。例えば、第二表示領
域１２１の上側の一部（当該上側の一部においては明度は均一）よりも、下側の一部（当
該下側の一部においては明度は均一）の方が、明度が高くなるようにしてもよい。つまり
、第二表示領域１２１を上下方向において複数の大きな領域（複数の画素を含む領域）に
区分けし、各領域において明度の差が設定された構成としてもよい。
【００３０】
ｃ）第二表示装置１２は、動かないように固定されたものではなくてもよい。例えば、表
示面の角度が変化しうる表示装置であってもよい。ただし、常態において「傾斜」した態
様であることが好ましい。ここで「常態」とは、原位置に位置するときにおける態様をい
う。より具体的には、遊技が継続的に実行された場合に、当該常態にある時間が、一また
は複数の他の態様にある時間に比して長いものをいう。遊技者は、「常態」にあるときに
表示される画像を最も長い時間見るのであるから、かかる「常態」において画像が不均一
に見えてしまうことを抑制することが好ましい。また、表示面の角度は変化しないが、傾
斜した状態のまま動きうる表示装置としてもよい。
【００３１】
ｄ）第一表示装置１１に相当する構成が設けられていなくてもよい。つまり、表示面が傾
斜した表示装置のみが設けられた構成において、当該表示装置に対して上記の措置が施さ
れた構成としてもよい。また、本実施形態のように、第一表示領域１１１と第二表示領域
１２１が隣り合う（遊技者の視点で隣り合う）構成でなくてもよい。ただし、上述したよ
うに、第一表示領域１１１と第二表示領域１２１が隣り合うような構成である場合、第一
表示領域１１１に表示される画像との比較において、第二表示領域１２１に表示される画
像の不均一性が際立つおそれがあるから、上記措置を施す意義が大きいといえる。
【００３２】
ｅ）第二表示装置１２の表示面の傾斜方向はあくまで一例である。表示面の一方側から他
方側にかけて遊技者から離れる方向（後方）に傾斜しているのであれば、他方側に表示さ
れる画像が暗く見えてしまうおそれがあるのであるから、一方側に比して他方側に表示さ
れる画像の方が、明度が高くなるように制御すればよい。ただし、本実施形態のように、
表示面の上側が前、下側が後となるように傾斜した態様であれば、表示装置自体が影とな
ることによる影響が大きいため、上記措置を施す意義が大きいといえる。
【００３３】
３）識別図柄の表示
　表示装置１０には、当否判定結果を示す識別図柄２０が表示される。以下、識別図柄２
０の表示態様（変動態様）について説明する。
【００３４】
３－１）第一特定変動
３－１－１）識別図柄２０の変動態様の一つである第一特定変動（第一特定変動演出）に
ついて説明する。
【００３５】
　ある当否判定結果を報知する演出（以下、報知演出と称することもある）に際し、複数
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の識別図柄群２０ｇが変動表示される。各識別図柄群２０ｇは複数種の識別図柄２０を含
む。本実施形態では、各識別図柄群２０ｇは、「１」～「８」のいずれかの数字を含む複
数の識別図柄２０を含む。報知演出では、最終的に、一の識別図柄２０が選択された上で
各識別図柄群２０ｇの変動が停止し、選択された識別図柄２０の組み合わせにより当否判
定結果が報知される。本実施形態では、三つの識別図柄群２０ｇ（第一識別図柄群２１ｇ
、第二識別図柄群２２ｇ、第三識別図柄群２３ｇ）が設定されている。少なくとも以下の
第一特定変動演出においては、第一識別図柄群２１ｇ、第二識別図柄群２２ｇ、第三識別
図柄群２３ｇの順で変動が停止する（最後に停止するのが第三識別図柄群２３ｇ）ものと
する。
【００３６】
　第一特定変動演出は、複数の識別図柄群２０ｇのうち、一部が第一表示装置１１（第一
表示領域１１１）に表示され、他の一部が第二表示装置１２（第二表示領域１２１）に表
示されるというものである。図５に示すように、本実施形態では、第一識別図柄群２１ｇ
と第二識別図柄群２２ｇが第一表示装置１１にて変動表示され、第三識別図柄群２３ｇが
第二表示装置１２にて変動表示される。また、第一特定変動演出は、第一表示装置１１に
て変動表示される識別図柄群２０ｇと、第二表示装置１２にて変動表示される識別図柄群
２０ｇの変動方向が異なるものである。すなわち、第一識別図柄群２１ｇおよび第二識別
図柄群２２ｇの変動方向と、第三識別図柄群２３ｇの変動方向が異なる。つまり、第一識
別図柄群２１ｇや第二識別図柄群２２ｇの変動方向に沿う線と、第三識別図柄群２３ｇの
変動方向に沿う線が交差するように設定されている。
【００３７】
　また、第一特定変動演出時には、第一識別図柄群２１ｇに含まれる各識別図柄（以下、
第一識別図柄２１と称することもある）および第二識別図柄群２２ｇに含まれる各識別図
柄（以下、第二識別図柄２２と称することもある）は、キャラクタ部分と数字部分を含む
。キャラクタ部分の態様はどのようなものであってもよい。本実施形態では、各識別図柄
２０の数字部分「１」～「７」のそれぞれに、キャラクタＡ～Ｇが対応づけられている。
一方、第三識別図柄群２３ｇに含まれる各識別図柄（以下、第三識別図柄２３と称するこ
ともある）は、キャラクタ部分を含まず、数字部分を含む。基本的には、「数字」等から
構成される主要素部により、各識別図柄２０の種類が同一であるか否かが判断される（同
じ数字が三つ揃いとなれば大当たり）ものであるため、「キャラクタ」等から構成される
副要素部の有無は演出に応じて切り替えてもよい。そこで、本実施形態における第一特定
変動演出においては、第一識別図柄２１および第二識別図柄２２がキャラクタ有り、第三
識別図柄２３をキャラクタ無しの図柄としている。
【００３８】
　第一識別図柄群２１ｇおよび第二識別図柄群２２ｇの変動方向は、略縦方向である。こ
こで、略縦方向とは、上下方向に沿うような方向をいう。ただし、厳密に上下方向に沿う
（上下方向に平行である）ことを要件とするものではない。基本的には、遊技者の視点で
、大まかに見て縦方向に沿っているような印象を与えるものであればよい。厳密に定義す
るのであれば、変動する（移動する）識別図柄２０のある時点の位置とそれ以降の別の時
点の位置を比較し、縦方向（上下方向）における移動量ｄ１の方が、横方向（左右方向）
における移動量ｄ２よりも大きい変動態様を、略縦方向の変動態様とする（図６（ａ）参
照）。この条件を満たしているのであれば、変動方向（変動する識別図柄２０の基準点が
描く線）が傾斜していたり、曲がっていたりするような変動態様であってもよい。本実施
形態では、遊技者の視点では、各識別図柄２０が奥から手前に移動してくるような変動態
様とされている。
【００３９】
　一方、第三識別図柄群２３ｇの変動方向は、略横方向である。ここで、略横方向とは、
左右方向に沿うような方向をいう。ただし、厳密に左右方向に沿う（左右方向に平行であ
る）ことを要件とするものではない。基本的には、遊技者の視点で、大まかに見て横方向
に沿っているような印象を与えるものであればよい。厳密に定義するのであれば、変動す
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る（移動する）識別図柄２０のある時点の位置とそれ以降の別の時点の位置を比較し、横
方向（左右方向）における移動量ｄ２の方が、縦方向（上下方向）における移動量ｄ１よ
りも大きい変動態様を、略縦方向の変動態様とする（図６（ｂ）参照）。この条件を満た
しているのであれば、変動方向（変動する識別図柄２０の基準点が描く線）が傾斜してい
たり、曲がっていたりするような変動態様であってもよい。本実施形態では、各識別図柄
２０が左右の一方から他方に向かって移動するような（左右方向に沿う）変動態様とされ
ている。つまり、第二表示領域１２１の左右の一方側から現れて、他方側で見切れる（表
示領域外に移動する）ような変動態様とされている。
【００４０】
　このように、第一特定変動演出は、複数種の識別図柄群２０ｇのうちの一部の識別図柄
群２０ｇの変動方向と、他の一部の識別図柄群２０ｇの変動方向が異なるというものであ
るため、変動する識別図柄２０の見た目が斬新なものとなる。
【００４１】
　しかも、変動方向が異なる識別図柄群２０ｇのそれぞれは、異なる表示装置にて表示さ
れる（表示装置に対応づけた変動方向が設定されている）というものであるため、変動方
向の違いが強調されることになる。
【００４２】
　本実施形態では、第一表示装置１１（第一表示領域１１１）と第二表示装置１２（第二
表示領域１２１）は、ともに略方形状であるが、アスペクト比が異なる。なお、本明細書
におけるアスペクト比とは、「縦の長さ／横の長さ」で表されるとする。つまり、横長で
あればあるほど、アスペクト比の値は小さくなるものとする。また、表示領域が正確な方
形状でない場合には、左・右・上・下の各側縁の位置（座標位置）は、各側縁を構成する
点の座標位置を平均したものとする。これに基づき算出された各側縁の座標位置に基づき
、縦の長さおよび横の長さを得るものとする。また、表示面が前後方向に直交する平面方
向に沿っていないもの（本実施形態における第二表示装置１２のように表示面が傾斜して
いるもの）については、表示面を前後方向に直交する平面に投影させた形状についての縦
の長さおよび横の長さをいうものとする。
【００４３】
　本実施形態では、第一表示装置１１（第一表示領域１１１）よりも、第二表示装置１２
（第二表示領域１２１）の方が、アスペクト比が小さい。つまり、第一表示装置１１より
も第二表示装置１２の方が横長である（図３（ａ）、図５参照）。第一特定変動演出は、
第一表示装置１１に比して相対的に「横長」の表示装置である第二表示装置１２において
、第三識別図柄群２３ｇを略横方向に変動させるというものである。このようにすること
で、第一識別図柄群２１ｇや第二識別図柄群２２ｇとは異なる第三識別図柄群２３ｇの変
動方向（略横方向の変動）が強調されることになる。
【００４４】
　特に、本実施形態では、第一表示装置１１と第二表示装置１２は、横方向における左右
の側縁の位置が一致するようにして上下に並べられている。つまり、横方向の長さは全く
同じであることが一目で分かるようになっている。したがって、第一表示装置１１との比
較により、第二表示装置１２が「横長」であることが分かりやすい。換言すれば、本実施
形態のような第一表示装置１１と第二表示装置１２の配置とすることで、第一表示装置１
１によって第二表示装置１２の「横長」の形態が強調されるものである。なお、第一表示
装置１１（第一表示領域１１１）と第二表示装置１２（第二表示領域１２１）の横方向の
長さが同じであるのであるから、アスペクト比が小さい第二表示領域１２１の方が表示領
域全体の面積（前後方向に直交する平面に投影された部分の面積）が小さいということに
なる。以下、表示領域の大小をいう場合は、特に明示した場合を除き、前後方向に直交す
る平面に投影させた形状での大小をいうものとする。
【００４５】
　第二表示装置１２（第二表示領域１２１）のアスペクト比は、１未満であることが好ま
しい。つまり、第二表示領域１２１を（第一表示領域１１１との比較ではなく）単独で捉
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えたとしても、その見た目が「横長」であることが好ましい。これにより、第三識別図柄
群２３ｇの変動方向（略横方向の変動）がより強調されることになる。
【００４６】
　また、第一特定変動演出においては、第二表示装置１２に表示される第三識別図柄群２
３ｇは、最後に変動が停止するものである。第三識別図柄群２３ｇから選択された一の第
三識別図柄２３が停止することにより、当否判定結果を示す識別図柄２０の組み合わせが
確定するというものであるため、最も重要な（遊技者が最も注目する）識別図柄群である
といえる。本実施形態は、かかる第三識別図柄群２３ｇ一つのみを、一つの表示装置（第
二表示装置１２）に、他の識別図柄群とは異なる変動方向に変動させて表示するという構
成であるため、第三識別図柄群２３ｇが重要な演出要素であることを強調することが可能
となる。また、第二表示領域１２１は、第一表示領域１１１に比して小さいものであるた
め、その相対的に小さい表示領域を有する表示装置の方に、一つの識別図柄群のみを変動
表示させているのであるから、当該一つの識別図柄群が強調されることになるともいえる
。なお、逆の見方をすれば、第一識別図柄群２１ｇや第二識別図柄群２２ｇは、重要度と
しては第三識別図柄群２３ｇよりも劣るものであるため、第一識別図柄群２１ｇおよび第
二識別図柄群２２ｇの両方（重要度として劣る複数の識別図柄群２０ｇ）を、併せて一つ
の表示装置（第一表示装置１１）に表示しているということがいえる。
【００４７】
　また、第一特定変動演出においては、第三識別図柄群２３ｇに含まれる第三識別図柄２
３は、第一識別図柄２１や第二識別図柄２２とは異なり、キャラクタ部分（副要素部）を
含まない。つまり、第三識別図柄２３は当否判定結果を報知する識別図柄２０としての主
要素部である「数字」部分が強調された図柄である。第一識別図柄２１（群）や第二識別
図柄２２（群）に比して重要な第三識別図柄２３をこのような態様として、他の識別図柄
とは異なる表示装置（第二表示装置１２）に表示される構成であるため、第三識別図柄２
３（群）がより目立つ態様となる。
【００４８】
　一方、第一表示装置１１（第一表示領域１１１）は、第二表示装置１２（第二表示領域
１２１）に比して相対的に「縦長」である。かかる第一表示装置１１にて第一識別図柄群
２１ｇや第二識別図柄群２２ｇを略縦方向に変動させるものであるため、第三識別図柄群
２３ｇとは異なる第一識別図柄群２１ｇや第二識別図柄群２２ｇの変動方向（略縦方向の
変動）が強調されることになる。
【００４９】
　第一表示装置１１（第一表示領域１１１）のアスペクト比は、１を超えるものであるこ
とが好ましい。つまり、第一表示領域１１１を（第二表示領域１２１との比較ではなく）
単独で捉えたとしても、その見た目が「縦長」であることが好ましい。これにより、第一
識別図柄群２１ｇや第二識別図柄群２２ｇの変動方向（略縦方向の変動）がより強調され
ることになる。
【００５０】
３－１－１）本実施形態における構成はあくまで一例である。例えば以下のように変更、
具体化等してもよい。
【００５１】
ａ）本実施形態は、表示装置１０として、第一表示装置１１および第二表示装置１２とい
う二つの表示装置が設けられたものであるが、三つ以上の表示装置が設けられた構成であ
ってもよい。例えば、上記実施形態に則していえば、第一識別図柄群２１ｇと第二識別図
柄群２２ｇの一方が、第一表示装置１１や第二表示装置１２とは異なる別の表示装置に表
示される構成としてもよい。そして、各表示装置に表示される識別図柄群の変動方向が異
なるように設定すればよい。
【００５２】
ｂ）第二表示装置１２は、表示面が前後方向に直交する平面に沿うものであってもよい。
また、第一表示装置１１は、表示面が前後方向に直交する平面に対し傾斜していてもよい
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。いずれにしても、上述したアスペクト比や面積等は、前後方向に直交する平面方向に投
影した形状についていうものとする。
【００５３】
ｃ）第一特定変動演出がいわゆる連続演出に用いられる構成としてもよい。連続演出とし
ては、擬似連続演出や先読み連続演出を例示することができる。これらの演出は公知であ
るから詳細な説明を省略する。擬似連続演出は、一つの当否判定結果を報知する演出中に
、変動する識別図柄群２０ｇが擬似的に停止した後、再び変動することを一または複数回
繰り返す演出である。先読み連続演出は、ある当否判定結果が大当たりとなる蓋然性を、
それよりも先の当否判定結果を報知する演出中に示唆するものである。これらの演出の一
例として、識別図柄２０を所定の組み合わせ（いわゆるチャンス目）で擬似的に停止また
は停止させることにより、当否判定結果が大当たりとなる蓋然性が高まったことを示唆す
るものが知られているところ、変動態様として第一特定変動（演出）が発生した場合には
、（それ以外の変動態様となる場合に比して）いわゆるチャンス目が成立しやすい設定と
してもよい。つまり、第一特定変動演出が、連続演出の発生を示唆するものとしてもよい
。このような構成とすれば、斬新な変動態様である第一特定変動により、遊技者を図柄変
動に注目させる意義が大きい。
【００５４】
　また、例えば、第三識別図柄群２３ｇから選択されて停止または擬似的に停止した第三
識別図柄２３が特定図柄（例えば数字の「７」を含む識別図柄２０）である組み合わせ（
大当たりとなる組み合わせを除く）がいわゆるチャンス目として設定されている構成（図
７参照）とする場合には、第三識別図柄群２３ｇから選択されて停止または擬似停止する
第三識別図柄２３の種類に遊技者は注目することになるから、本実施形態のように第二表
示装置１２にて第三識別図柄群２３ｇのみを第一識別図柄群２１ｇや第二識別図柄群２２
ｇとは異なる方向に変動表示する意義（第三識別図柄群２３ｇを目立たせる意義）が大き
いといえる。
【００５５】
ｄ）識別図柄の一部が、第一表示装置１１（第一表示領域１１１）と第二表示領域１２１
（第二表示領域１２１）に跨るように表示される構成（図８参照）であってもよい。第一
表示装置１１（第一表示領域１１１）と第二表示領域１２１（第二表示領域１２１）に跨
るように識別図柄が表示される場合、当該識別図柄を構成する部分のうち、第二表示領域
１２１に表示される部分よりも第一表示領域１１１に表示される部分が大きい場合には、
当該識別図柄は第一表示装置１１（第一表示領域１１１）に表示されているものとし、第
一表示領域１１１に表示される部分よりも第二表示領域１２１に表示される部分が大きい
場合には、当該識別図柄は第二表示装置１２（第二表示領域１２１）に表示されているも
のとする。つまり、第一表示装置１１（第一表示領域１１１）に表示される識別図柄群２
０ｇとは、当該識別図柄群２０ｇに含まれる各識別図柄２０の全部または大部分が第一表
示装置１１に表示されているものであり、第二表示装置１２（第二表示領域１２１）に表
示される識別図柄群２０ｇとは、当該識別図柄群２０に含まれる各識別図柄２０の全部ま
たは大部分が第二表示装置１２に表示されているものであるとする。
【００５６】
　第三識別図柄群２３ｇに含まれる第三識別図柄２３は、その全部が第二表示装置１２に
表示され、第一識別図柄群２１ｇおよび第二識別図柄群２２ｇに含まれる第一識別図柄２
１および第二識別図柄２２は、その大部分が第一表示装置１１に表示され、その他の部分
が第一表示装置１１に表示されるような構成（図８参照）にするとよい。このようにする
ことで、第二表示装置１２のみによって表示される第三識別図柄群２３ｇが強調されるこ
とになる。
【００５７】
３－２）第二特定変動
３－２－１）以下、識別図柄２０の表示態様（変動態様）として設定された第二特定変動
（第二特定変動演出）について説明する。
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【００５８】
　図９に示すように、第二特定変動演出は、各識別図柄群２０ｇに含まれる識別図柄が、
その変動方向に向かって次第に細くなるように表示されるものである。本実施形態におけ
る第二特定変動演出では、各識別図柄群２０ｇが略上方に向かって（厳密には、後述する
消失点Ｐに向かう方向）変動するよう表示されるため、各識別図柄２０は上方に向かって
細くなるよう表示される。大まかにみると、各識別図柄２０は上下方向に細長い略三角形
（三角形の上側の頂点を含む一部が切り取られたような形状）を呈する。
【００５９】
　第二特定変動演出においては、各識別図柄２０（群）は、第一表示装置１１（第一表示
領域１１１）と第二表示装置１２（第二表示領域１２１）に跨って表示される。つまり、
第一表示領域１１１と第二表示領域１２１を一つの表示領域とした複合表示領域１３にお
いて各識別図柄群２０ｇが変動表示される。複合表示領域１３は、全体として「縦長」の
表示領域であるため、略上方（略縦方向）に変動表示される各識別図柄２０（群）は、当
該複合表示領域１３の長手方向に沿うように変動表示されるものであるといえる。
【００６０】
　第二特定変動演出時における各識別図柄２０の具体的な形態は次のようなものである。
各識別図柄２０は、キャラクタ部分と数字部分を含む。当該キャラクタおよび数字を含む
画像（キャラクタの下側に数字が位置する）であって、これらを平面的に表したものを基
準画像２９（図１０（ａ）参照）とする。各識別図柄２０は、当該基準画像２９を遠近法
で描いたような態様を呈する（図９、図１０（ｂ）参照）。具体的には、複合表示領域１
３外に消失点Ｐが設定されたかのように描かれた画像である。消失点Ｐは、複合表示領域
１３の外側の領域であって各識別図柄群２０ｇの変動方向側に設定されている（図９参照
）。すなわち、本実施形態における各識別図柄２０は、複合表示領域１３よりも上方の領
域に消失点Ｐが設定されたかのような態様を呈する。したがって、各識別図柄２０は、上
方（変動方向）に向かって次第に細くなるような態様となる。
【００６１】
　また、本実施形態では、三つの識別図柄群２０ｇが左右方向に並ぶように表示される。
第一識別図柄群２１ｇ（第一識別図柄２１）は左側、第二識別図柄群２２ｇ（第二識別図
柄）は右側、第三識別図柄群２３ｇ（第三識別図柄２３）は中央（第一識別図柄群２１ｇ
と第二識別図柄群２２ｇの間）に表示される。各識別図柄２０の具体的な態様が認識でき
るのであれば、隣り合う各識別図柄２０同士が互いに重なり合うように表示されていても
よい。三つの識別図柄群２０ｇは、当否判定結果を報知するために最終的に変動が停止す
ることになるが、当該変動が停止したときに表示される左右方向に並ぶ三つの識別図柄２
０のそれぞれについて設定される上記消失点Ｐは同じ位置とされる（図９参照）。かかる
消失点Ｐの位置は、複合表示領域１３よりも上方の領域であって、複合表示領域１３を幅
方向に二分する中央線を通る位置に設定される。
【００６２】
　したがって、第一識別図柄２１は、全体として、上下方向に沿う直線に対する傾斜角度
が、左側の斜面の方が右側の斜面に比して大きい略三角形状を呈する。第二識別図柄２２
は、全体として、上下方向に沿う直線に対する傾斜角度が、右側の斜面の方が左側の斜面
に比して大きい略三角形状を呈する。第三識別図柄２３は、全体として、上下方向に沿う
直線に対する傾斜角度が、左側の斜面と右側の斜面とで略同じである略三角形状（二等辺
三角形状）を呈する（図９、図１０（ｂ）参照）。当否判定結果を報知する際に停止する
位置で第一識別図柄２１、第二識別図柄２２、第三識別図柄２３が左右方向に並んだ状態
においては、これらの識別図柄２０が全体として、上下方向に沿う直線に対する傾斜角度
が、左側の斜面（第一識別図柄２１の左側の斜面）と右側の斜面（第二識別図柄２２の右
側の斜面）とで略同じである略三角形状（二等辺三角形状）を呈する（図９参照）。
【００６３】
　各識別図柄２０は、上記消失点Ｐに向かうように、略上方に向かって変動する。厳密に
は、第一識別図柄２１は右斜め上方に向かうように、第二識別図柄２２は左斜め上方に向
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かうように、第三識別図柄２３は真っすぐ上方に向かうように変動する（図９参照）。
【００６４】
　このように、本実施形態における第二特定変動演出は、各識別図柄２０（群）がその変
動方向に向かって次第に細くなるように表示されるという斬新な表示態様であるから、遊
技の趣向性向上に資する。
【００６５】
　また、本実施形態では、各識別図柄２０が複合表示領域１３の表示領域外に消失点Ｐが
設定されているかのような態様で描かれたものであるから、遊技者には各識別図柄２０が
立体的に見える。
【００６６】
　また、第一識別図柄２１、第二識別図柄２２、第三識別図柄２３は、それぞれについて
の消失点Ｐが同じ位置に設定されているかのように描かれたものであるから、これら複数
の識別図柄２０が相まって、各識別図柄２０の立体感がさらに高められる。
【００６７】
　また、第二特定変動演出では、各識別図柄２０（群）は「縦長」の複合表示領域１３の
長手方向に沿うように変動表示される（略縦方向に変動表示される）ものであるから、各
識別図柄２０の立体感がさらに高められるとともに、キャラクタを含む各識別図柄２０が
迫力のあるものとなる。
【００６８】
　また、複合表示領域１３は、その表示面の上方の一部が、上側縁に向かって次第に遊技
者側に位置するように傾斜したもの（以下、傾斜面と称することもある。第二表示領域１
２１の表示面が当該傾斜面である）である。各識別図柄２０（群）は上方に向かって変動
表示されるものであるため、各識別図柄２０が当該傾斜面に表示されているときには、あ
たかも各識別図柄２０（キャラクタ）が次第に遊技者に近づいていくような面白みのある
表示態様となる。
【００６９】
　特に、本実施形態では、上記傾斜面は複合表示領域１３の表示面における上側に位置す
る。したがって、遊技者に対し、各識別図柄２０が自身の上方（頭上）を通過しているの
ではないかといった印象を与えることが可能である。
【００７０】
　また、本実施形態では、複合表示領域１３の表示面における下側（傾斜面の下方）は、
前後方向に対して直交する平坦な面（以下、平坦面と称することもある。第一表示装置１
１の表示面が当該平坦面である）である。したがって、変動する各識別図柄２０（群）は
、平坦面から傾斜面に移行するように表示されることになる。これにより、各識別図柄２
０の変動を三次元的にみせることが可能となる。なお、各識別図柄２０が、傾斜面から平
坦面に移行するように表示される構成としても、各識別図柄群２０ｇの変動は三次元的な
ものとなる。
【００７１】
３－２－２）本実施形態における構成はあくまで一例である。例えば以下のように変更、
具体化等してもよい。
【００７２】
ａ）本実施形態では、各識別図柄２０（群）は第一表示装置１１および第二表示装置１２
から構成される複合表示領域１３に表示されるものであるが、一つの表示装置の表示領域
に表示される構成に対しても同様の技術思想が適用可能である。このような場合、当該一
つの表示装置の表示領域は、上記複合表示領域１３と同様に「縦長」の態様であるとよい
。ただし、一の表示装置の表示領域に表示される構成とした場合には、各識別図柄２０（
群）が複合表示領域１３に表示されることによって奏される作用（傾斜面による作用、傾
斜面と平坦面による作用）は得られないものとなる。また、三つ以上の表示装置の表示領
域が組み合わされてなる表示領域に表示される構成としてもよい。
【００７３】
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ｂ）本実施形態では、複数種の識別図柄２０（第一識別図柄２１（群）、第二識別図柄２
２（群）、第三識別図柄２３（群））の全てが上述したような態様とされることを説明し
たが、複数種の識別図柄２０のうちの一部のみが上述したような態様とされる構成として
もよい。
【００７４】
ｃ）第二特定変動演出が発生した場合には、通常の変動態様（最も発生頻度が高い変動態
様）による各識別図柄２０（群）の表示がなされている場合に比して、いわゆる大当たり
信頼度が高まる設定としてもよい。
【００７５】
３－３）特定画像表示時における識別図柄の表示
３－３－１）以下、特定画像４０が表示されるときにおける識別図柄２０の表示態様につ
いて説明する。
【００７６】
　特定画像４０（図１１（ａ）参照）は、第一表示装置１１に表示される画像である。か
かる画像の具体的な態様は基本的にはどのようなものであってもよい。本実施形態におけ
る特定画像４０は、第一表示領域１１１の全域に表示される画像であって、画像が表すキ
ャラクタ等が三次元的に浮かび上がって見える画像である。このように、二次元の表示面
に三次元的に見える画像を表示する手法は公知であるから説明を省略する。
【００７７】
　第一表示装置１１は、複数のレイヤが重ねられて画像として出力されるものであるとこ
ろ、当該第一表示装置１１のレイヤとして、少なくとも、識別図柄２０を含む画像を表す
ためのレイヤ（以下、図柄レイヤ４０２と称することもある）と、特定画像４０を表すレ
イヤ（以下、特定レイヤ４０１と称することもある）が設定されている。特定レイヤ４０
１は、図柄レイヤ４０２よりも手前側に位置するよう設定されている（図１１（ｂ）参照
）。したがって、特定レイヤ４０１により特定画像４０が出力される（特定レイヤ４０１
がＯＮである）とき、図柄レイヤ４０２により識別図柄２０が出力されるように（図柄レ
イヤ４０２をＯＮと）しても、実際に第一表示装置１１に出力される画像（遊技者に視認
される画像）は特定画像４０そのものになってしまう（識別図柄２０は特定画像４０に覆
われて見えない）。
【００７８】
　なお、特定レイヤ４０１よりも図柄レイヤ４０２の方が手前側に位置するようにして、
特定画像４０に重なるようにして識別図柄２０が表示されるようにすることも考えられる
が、このようにしてしまうと、特定画像４０に重なる識別図柄２０により、特定画像４０
が三次元的に見えなくなってしまうおそれがある。特定画像４０に対し、他の画像を重ね
た場合も同様である。かかる理由により、本実施形態では、第一表示装置１１について設
定される複数のレイヤのうち、特定レイヤ４０１を最も手前側に位置するレイヤとしてい
る。つまり、背景画像を表示するレイヤや、いわゆる保留の存在を示す画像を表示するレ
イヤ等、その他のあらゆるレイヤよりも手前側に設定されている。
【００７９】
　本実施形態では、第一表示装置１１（第一表示領域１１１）に特定画像４０が表示され
ているとき（特定レイヤ４０１がＯＮであるとき）、第二表示装置１２（第二表示領域１
２１）に識別図柄２０（群）が表示される。つまり、第一表示装置１１に特定画像４０が
表示されているときには、第一表示装置１１において識別図柄２０が遊技者に視認可能と
なるようにすることができないから、識別図柄２０を第二表示装置１２に表示する。これ
により、第一表示装置１１に特定画像４０が表示されているときであっても、遊技者は識
別図柄（群）がどのような状態にあるのかを把握することが可能となる。
【００８０】
　特定画像４０が表示されることの意味は、遊技者に有利な状況であることを示すもので
あればどのようなものであってもよい。例えば、連続演出（連続演出については上述）に
おいて、いわゆるチャンス目となる組み合わせで識別図柄２０が停止または擬似的に停止
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したことを示す画像として特定画像４０が表示されるようにすることが考えられる。本実
施形態では、擬似連続演出発生時に特定画像４０が表示される。擬似的に停止した三つの
識別図柄２０のうち、中央の識別図柄２０が数字の「７」を含む識別図柄２０となった組
み合わせがチャンス目として設定されている。
【００８１】
　擬似連続演出発生時の流れは次のようなものとなる。ある当否判定結果を報知する報知
演出において、当該当否判定結果を示すための識別図柄２０（群）が変動表示される（図
１２（ａ）参照）。各識別図柄２０（群）は、第一表示装置１１（第一表示領域１１１）
および第二表示装置１２（第二表示領域１２１）の両方（すなわち、複合表示領域１３）
に表示された、または第一表示装置１１（第一表示領域１１１）のみに表示された状態に
ある。つまり、少なくとも第一表示装置１１を用いて識別図柄２０が遊技者に対して示さ
れた状態にある。この状態で、各識別図柄群２０ｇの変動が一旦擬似停止し、上記チャン
ス目が構築される（図１２（ｂ）参照）。本実施形態では、当該チャンス目が、第一表示
装置１１および第二表示装置１２の両方、または第一表示装置１１に表示される。つまり
、一旦は変動する識別図柄群２０ｇをそのまま擬似的に停止させ、チャンス目が構築され
たことを示す。
【００８２】
　その後、チャンス目が構築されたこと（すなわち擬似連続演出が発生すること）を示す
ため、第一表示装置１１（第一表示領域１１１）に特定画像４０を表示する。これととも
に、チャンス目を構築する識別図柄２０が、第二表示装置１２（第二表示領域１２１）に
のみ表示された状態とする（図１２（ｃ）参照）。つまり、識別図柄２０（チャンス目）
は、第一表示装置１１および第二表示装置１２の両方、または第一表示装置１１に表示さ
れた状態から、第一表示装置１１に特定画像４０が表示されることを契機として、第二表
示装置１２にのみ表示された状態に移行する。その後、各識別図柄群２０ｇが再び変動を
開始する（図１２（ｄ）参照）。
【００８３】
　なお、特定画像４０が表示されているときに第二表示装置１２に表示される識別図柄２
０は、少なくとも、識別図柄２０の種類を区別するため主要素部（例えば、数字等から構
成される部分）を含むものとされる。主要素部以外の部分（例えばキャラクタの部分）は
、主要素部とともに表示されてもよいし、表示されなくてもよい。特定画像４０が表示さ
れる前の状態における識別図柄２０が、主要素部および主要素部以外の部分を含むように
表示されるのであれば、特定画像４０の表示を契機として各識別図柄２０の基本的態様が
切り替わる（図１２（ｂ）（ｃ）参照）ということになる。
【００８４】
　このようにすることで、遊技者は、特定画像４０が表示されたということだけでなく、
識別図柄２０がチャンス目で擬似的に停止したということを容易に把握することが可能と
なる。特定画像４０が第一表示装置１１に表示されている状態であっても、第二表示装置
１２にて識別図柄２０の状況を確認することができるのであるから、現在の状況を誤って
認識してしまうこと（例えば、はずれが確定したのではないかと捉えてしまうこと）等も
防止される。
【００８５】
３－３－２）本実施形態における構成はあくまで一例である。例えば以下のように変更、
具体化等してもよい。
【００８６】
ａ）第一表示装置１１が果たす役割と第二表示装置１２が果たす役割を逆にしてもよい。
つまり、第二表示装置１２に特定画像４０が表示されているとき、第一表示装置１１に識
別図柄２０を表示する構成としてもよい。ただし、本実施形態のように、表示領域が相対
的に大きい第一表示装置１１に特定画像４０が表示されるようにすることで、特定画像４
０の表示が強調されることとなる。
【００８７】
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ｂ）本実施形態では、特定画像４０が連続演出発生時に表示されること（特定画像４０が
連続演出の発生を示すものであること）を説明したが、特定画像４０が表示されるタイミ
ングはこれに限定されるものではない。識別図柄２０（群）が停止または擬似的に停止し
たタイミングではなく、変動している最中に特定画像４０が表示されうる構成であっても
よい。この場合には、第一表示装置１１に特定画像４０が表示されているときに、第二表
示装置１２に変動中の識別図柄２０（群）が表示されることになる。遊技者は、第二表示
装置１２にて識別図柄２０（群）が変動中であることが確認できるのであるから、当否判
定結果が確定した（当否判定結果を示す識別図柄２０の組み合わせが確定した）のではな
いかと誤って認識してしまうことが防止される。
【００８８】
ｃ）特定画像４０は、三次元的な画像に限られるものではない。識別図柄２０が手前側に
重ねて表示されることが好ましくない画像や、強調すべき画像が特定画像４０として設定
されていればよい。例えば、大当たり信頼度が高まったことを示す画像（カットイン画像
等と称される）が表示されることがある遊技機が公知であるところ、当該カットイン画像
を特定画像４０として設定し、かかる画像が第一表示装置１１に表示されている際には第
二表示装置１２に識別図柄２０が表示されるようにする。これにより、遊技者に対し、カ
ットイン画像が重要な画像であるという印象与えること（カットイン画像を強調すること
）が可能となる。
【００８９】
ｄ）特定画像４０が複数種設けられた構成としてもよい。例えば、特定画像４０として、
第一特定画像と第二特定画像が設けられた構成とする。この場合、第一表示装置１１のレ
イヤとして設定される、第一特定画像を構成するレイヤおよび第二特定画像を構成するレ
イヤの両方ともが、図柄レイヤ４０２よりも手前側に設定されていればよい。好ましくは
、第一特定画像を構成するレイヤおよび第二特定画像を構成するレイヤの一方を手前から
一番目に位置するレイヤ（最前のレイヤ）とし、他方を二番目の位置するレイヤとすれば
よい。
【００９０】
４）各種演出
　以下、本実施形態にかかる遊技機１が実行可能な各種演出について説明する。
【００９１】
４－１）枠演出
４－１－１）本実施形態にかかる遊技機１が実行可能な枠演出は、表示装置が備える枠部
を利用したものである。具体的には、第一表示領域１１１と第二表示領域１２１の間に位
置する境界枠部１４を利用したものである。上述したように、境界枠部１４は、第一枠部
１１２の上側および第二枠部１２２の下側の一方、または両方に相当する部分である。
【００９２】
　枠演出は、境界枠部１４を表示領域に表示される画像とみなして利用する演出である。
具体的には、第一表示領域１１１と第二表示領域１２１を合わせた複合表示領域１３を一
つの表示領域とみなした場合、当該表示領域内に境界枠部１４が位置することになるから
、当該境界枠部１４を擬似的な画像（以下、擬似画像と称することもある）として取り扱
う。本実施形態における擬似画像は、複合表示領域１３の左側縁から右側縁にかけて幅方
向（左右方向）に真っすぐ延びる線状の画像であるということができる。
【００９３】
　本実施形態にかかる遊技機１が実行可能な枠演出の一例について説明する。当該枠演出
においては、境界枠部１４（擬似画像）と関わり合う特定画像が表示される。本実施形態
における特定画像はキャラクタの画像（以下、キャラ画像５０と称する）である。キャラ
画像５０は、境界枠部１４から下方に向かって延びる線状の画像（以下、線画像５１と称
する）の下端に固定されているかのように表示される。つまり、境界枠部１４によって構
成される擬似画像を「支柱」と見立て、線画像５１の上端が当該支柱に固定され、線画像
５１の下端にキャラ画像５０が固定されているかのように表示する（図１３（ａ）参照）
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。これにより、キャラ画像５０が表すキャラクタが、線画像５１が表す紐状の部材（ロー
プ、ワイヤ等）を介して支柱にぶら下がっているかのような形態が構築される。例えば、
線画像５１に相当する画像を「ブランコ」を表す画像とすれば、キャラ画像５０が表すキ
ャラクタが、ブランコで遊んでいるかのような形態が構築される。
【００９４】
　境界枠部１４は、複合表示領域１３を分割するように位置するものであって、境界枠部
１４の一方（本実施形態では下方）側に第一表示領域１１１が、他方（本実施形態では上
方）側に第二表示領域１２１が位置する。それを利用して、本実施形態における枠演出で
は、キャラ画像５０および線画像５１が第一表示領域１１１および第二表示領域１２１の
一方に表示された状態（図１３（ａ）参照）から、他方に表示された状態（図１３（ｂ）
参照）に遷移するような表示がなされる。遊技者には、キャラ画像５０が表すキャラクタ
が、線画像５１が表す紐状の部材を介して境界枠部１４が表す支柱にぶら下がり、当該支
柱を支点（支持部）として回転して遊んでいるかのように見えることとなる。
【００９５】
　演出を分かりやすくする（境界枠部１４が画像であるかような印象を高める）ため、キ
ャラ画像５０および線画像５１は、第一表示領域１１１および第二表示領域１２１の一方
に表示された状態から、他方に表示された状態に遷移し、さらに一方に表示された状態に
遷移する、すなわち第一表示領域１１１と第二表示領域１２１間を一往復以上するような
演出形態とすることが好ましい。
【００９６】
　このように、本実施形態にかかる遊技機１は、第一表示装置１１と第二表示装置１２と
いう二つの表示装置１０が配置されているがゆえに生じてしまう境界枠部１４（二つの表
示領域の両方を視認可能とする場合には、境界枠部１４を隠すことはできない）を、擬似
画像と見立てて演出に利用しているという点において優れるものである。
【００９７】
　また、境界枠部１４が第一表示領域１１１と第二表示領域１２１の間に位置することを
利用して、境界枠部１４による擬似画像に対して関わり合うように表示される特定画像（
キャラ画像５０）が、一方の表示領域から他方の表示領域に遷移するような態様の演出が
実行されるようにすることで、境界枠部１４を画像と見立てた効果が高められる（境界枠
部１４がリアルな画像ではないかという印象を受ける）。
【００９８】
４－１－２）本実施形態における上記枠演出の構成はあくまで一例である。例えば以下の
ように変更、具体化等してもよい。
【００９９】
ａ）表示装置は一つであってもよい。かかる表示装置の枠部の少なくとも一部が遊技者に
視認される位置に存在するのであれば、当該遊技者に視認される枠部を擬似画像と見立て
た演出が実行されるようにしてもよい。ただし、本実施形態における枠演出は、境界枠部
１４が二つの表示領域の間に位置していることを利用したものである（擬似画像に関わり
合う画像（キャラ画像５０）が一方の表示領域に表示された状態から他方の表示領域に表
示された状態に遷移するような演出を実行することが可能である）点において優れるもの
であるといえる。また、第一枠部１１２や第二枠部１２２における境界枠部１４を構成す
る部分以外の部分が遊技者に視認されるのであれば、当該部分を擬似画像と見立てた演出
が発生するようにしてもよい。また、三つ以上の表示装置を備える構成であっても、本実
施形態と同様の技術思想が適用可能である。
【０１００】
ｂ）枠演出としては、上述した演出以外にも種々の態様が考えられる。例えば、境界枠部
１４に向かって移動する物体が境界枠部１４で跳ね返るような態様の演出が考えられる。
つまり、境界枠部１４を「壁」と見立てたような演出である。また、境界枠部１４と同じ
形態の画像（色や形状を同じにする）を複合表示領域１３に一または複数表示することで
、境界枠部１４が表す板状の部材が増殖されたかのような態様の演出とすることも考えら
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れる。
【０１０１】
４－２）分岐演出
４－２－１）本実施形態にかかる遊技機１が実行可能な分岐演出６０は、第一表示装置１
１と第二表示装置１２を備えることを利用した演出である。具体的には、分岐演出６０は
、第一表示装置１１にて実行される主演出６１、第二表示装置１２にて実行される副演出
６２を含む（図１４参照）。
【０１０２】
　主演出６１について説明する。主演出６１は、第二表示装置１２に比して表示領域が大
きい第一表示装置１１を利用して実行されるものであって、分岐演出６０を構成する主要
演出である。当該主演出６１は、演出の途中に分岐点Ｑが設定されるものである。当該分
岐点Ｑよりも前の演出を前半部分、後の演出を後半部分とすると、後半部分の態様がその
都度（主演出６１が発生する度に）変化しうるものである。なお、主演出６１の前半部分
は、毎回同じ態様であってもよいし、その都度（主演出６１が発生する度に）変化しうる
ものとしてもよい。その都度変化しうるものとする場合には、前半部分によって信頼度が
示唆されるようにするとよい。
【０１０３】
　主演出６１の後半部分の態様は、図示されない記憶手段（演出記憶用のメモリ）に記憶
されている複数種の態様（以下、基本態様と称する）のうちから選択されて設定される。
本実施形態では、三つの基本態様（第一基本態様６１１、第二基本態様６１２、第三基本
態様６１３）が設定されている（図１７参照）。つまり、主演出６１の後半部分は、当該
三つの基本態様のうちのいずれかの演出態様とされる（図１４参照）。つまり、主演出６
１は、前半部分が実行された後、分岐点Ｑに到達し、それ以降は第一基本態様６１１～第
三基本態様６１３のいずれかが後半部分として実行されるという演出の流れとなる。なお
、主演出６１において、分岐点Ｑがどの位置であるかは遊技者には明確には示されない。
つまり、初めて主演出６１のみを最初から結末まで見た遊技者は、どの地点が分岐点Ｑか
明確に把握することはできない。
【０１０４】
　本実施形態における主演出６１は、所定のキャラクタが扉を開放する演出である。主演
出６１の前半部分として、当該キャラクタがどの扉に向かうか思案している様子等が示さ
れる（図１５（ａ）～（ｃ）参照）。主演出６１の後半部分として、当該キャラクタが扉
を開放する演出が実行される（図１５（ｄ）参照）。第一基本態様６１１は、キャラクタ
が青色の扉を開放する態様である。第二基本態様６１２は、キャラクタが赤色の扉を開放
する態様である。第三基本態様６１３は、キャラクタが金色の扉を開放する態様である（
図１７参照）。
【０１０５】
　最終的な主演出６１（分岐演出６０）の結末として、宝を発見する成功結末（遊技者に
とって有利な結末）と、何も発見できない失敗結末（遊技者にとって不利な結末）が設定
されている（図１６（ｅ）参照）。本実施形態では、成功結末となるか失敗結末となるか
によって当否判定結果が報知される。ただし、これはあくまで一例である。分岐演出６０
終了後に別の演出に進行する（いわゆる発展する）か、そのまま終了するかが主演出６１
の結末により示される構成としてもよい。
【０１０６】
　第一基本態様６１１～第三基本態様６１３のうちのいずれが選択されるかは、対象当否
判定結果（報知演出の少なくとも一部として分岐演出６０が発生する場合における、当該
報知演出に対応する当否判定結果）を踏まえた抽選により決定される。本実施形態では、
第一基本態様６１１（青色の扉）、第二基本態様６１２（赤色の扉）、第三基本態様６１
３（金色の扉）の順で大当たり信頼度が高くなる（第三基本態様６１３が最も高い）よう
に設定されている。
【０１０７】
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　本実施形態における主演出６１は、第一表示装置１１（第一表示領域１１１）のみにて
実行されることもあれば、第一表示装置１１および第二表示装置１２（複合表示領域１３
）にて実行されることもある。つまり、演出を構成する画像が、演出を通じて、少なくと
も第一表示領域１１１には表示され続けるものである。本実施形態では、詳細を後述する
副演出６２が実行されているときには、主演出６１を構成する画像（映像）は第一表示領
域１１１のみに表示され（図１５（ａ）（ｃ）参照）、副演出６２が実行されていないと
きには、主演出６１を構成する画像（映像）は複合表示領域１３に（第一表示領域１１１
と第二表示領域１２１に跨るように）表示される（図１５（ａ）（ｄ）、図１６（ｅ）参
照）。これにより、表示領域（第一表示領域１１１、第二表示領域１２１）を余すことな
く利用した一連の分岐演出６０とすることができる。ただし、分岐演出６０を通じて、主
演出６１を構成する画像が、第一表示領域１１１のみに表示され続ける構成とすることを
否定するわけではない。
【０１０８】
　副演出６２について説明する。副演出６２は、第一表示装置１１に比して表示領域が小
さい第二表示装置１２にて実行されるものであって、分岐演出６０を構成する補助的な演
出である。具体的には、副演出６２は、分岐点Ｑ以降に実行される主演出６１の演出態様
（主演出６１の後半部分の態様）が一定ではないことを遊技者に対し示唆する演出である
。副演出６２は、主演出６１が分岐点Ｑに到達するよりも前に実行される。つまり、主演
出６１の前半部分が実行されているときに、副演出６２が実行される（図１４参照）。な
お、副演出６２の長さは、主演出６１の前半部分の長さと全く同じであってもよいし、主
演出６１の前半部分の長さよりも短くてもよい。副演出６２の完了時点（結末時点）が、
主演出６１の分岐点Ｑよりも前に設定されていればよい。
【０１０９】
　副演出６２は、実行中の主演出６１の後半部分の演出態様を示唆するものである。上述
したように、主演出６１の後半部分は、複数種の基本態様のうちのいずれかが設定される
。副演出６２では、複数種の基本態様のうちの少なくともいずれかである二以上の態様を
候補態様とし、当該候補態様を表す候補表示を表示する。例えば、主演出６１の後半部分
として、第二基本態様６１２が実行されることが決定されたとする。このとき、副演出６
２においては、第二基本態様６１２と、その他の態様を含む二以上の態様が候補態様とさ
れる。例えば、第二基本態様６１２に加えて、第一基本態様６１１が候補態様とされた場
合には、第一基本態様６１１を表す候補表示と、第二基本態様６１２を表す候補表示が表
示される。つまり、本実施形態では、二つの候補表示が表示される（図１５（ｂ）参照）
。当該二つの候補表示のうちのいずれかに対応する基本態様が、主演出６１の後半部分と
して実行されることになる。
【０１１０】
　各候補表示は、対応する基本態様を直接的に示すものとしてもよいし、間接的に示すも
のとしてもよい。本実施形態では、第一基本態様６１１（青色の扉）に対応する候補表示
（第一候補表示６２１）として「怪しい扉」という表示が、第二基本態様６１２（赤色の
扉）に対応する候補表示（第二候補表示６２２）として「とても怪しい扉」という表示が
、第三基本態様６１３（金色の扉）に対応する候補表示（第三候補表示６２３）として「
最高に怪しい扉」という表示がなされる（図１７参照）。つまり、各候補表示は、各基本
態様に割り当てられた大当たり信頼度の差を「怪しさ」の度合で間接的に示したものであ
るということができる。また、各候補表示が色分けされていてもよい。すなわち、第一候
補表示６２１自体またはその周囲等を青色、第二候補表示６２２自体またはその周囲等を
赤色、第三候補表示６２３自体またはその周囲等を金色とすることで、各候補表示に信頼
度が対応づけられていることを分かりやすくしてもよい。また、各候補表示は「扉」とい
う共通する要素を含むものである。よって、副演出６２において表示される二つの候補表
示は、互いに関連付けられたものであることを遊技者が把握することが可能である。
【０１１１】
　副演出６２では、最後に、予め決定されている主演出６１の後半部分に相当する基本態
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様に応じた候補表示が選択されたことを示す表示がなされる（図１５（ｃ）参照）。上記
例でいえば、第一候補表示６２１と第二候補表示６２２という二つの候補表示が表示され
た状態から、第二候補表示６２２が選択されたかのような状態に移行する（図１５（ｄ）
参照）。当然ではあるが、当該副演出６２における「選択」は、予め実行することが決定
されている主演出６１の後半部分の基本態様に対応したものが自動的に選ばれるというも
のである。すなわち、遊技者が直接関与する「選択」ではない。また、副演出６２におい
ては、表示される各候補表示に対応づけられた信頼度は必ず互いに異なるものとなる。し
たがって、候補表示の名称等により信頼度の差を把握した遊技者は、信頼度が高い方の候
補表示が選択されることを願うことになる。本実施形態では、矢印を含む所定の画像（選
択画像）が表示され、当該矢印がいずれかの候補表示を指し示す。
【０１１２】
　一部上記説明と重複するが、分岐演出６０の大まかな流れは以下の通りである。まず、
主演出６１の前半部分が実行される。本実施形態では分岐演出６０の冒頭は主演出６１の
みが複合表示領域１３にて（第一表示装置１１と第二表示装置１２に跨って）実行される
（図１４、図１５（ａ）参照）。その後、主演出６１の前半部分および副演出６２が行わ
れる（図１４、図１５（ｂ）参照）。つまり、第一表示領域１１１（第一表示装置１１）
にて主演出６１の前半部分が、第二表示領域１２１（第二表示装置１２）にて副演出６２
が実行される。その後、主演出６１が分岐点Ｑに至るよりも前または分岐点Ｑに至ると同
時に、副演出６２が結末を迎える（図１４、図１５（ｃ）参照）。つまり、二つの候補表
示のうちのいずれかが選択された表示がなされる。そして、選択された候補表示に対応す
る基本態様が設定された主演出６１の後半部分が実行される（図１４、図１５（ｄ）参照
）。本実施形態では、主演出６１の後半部分は、既に副演出６２が終了しているのである
から、複合表示領域１３にて（第一表示装置１１と第二表示装置１２に跨って）実行され
る。
【０１１３】
　以上説明したように、本実施形態における分岐演出６０は、「主」の演出として主演出
６１が実行され、「副」の演出として副演出６２が実行されるものである。仮に、副演出
６２が実行されないと仮定すると、遊技者は、主演出６１に分岐点Ｑが存在することを把
握できないおそれがある。例えば、主演出６１の後半部分として最も遊技者にとって好ま
しい第三基本態様６１３が実行された場合であっても、それが通常（デフォルト）である
と捉えてしまうおそれがある。特に、初めて主演出６１に接した遊技者は、主演出６１が
どのような内容の演出であるかを全く把握していないため、そのように捉えてしまう蓋然
性が高い。これに対し本実施形態では、当該主演出６１の分岐点Ｑ以降に実行されうる主
演出６１の後半部分の態様（基本態様）として複数種の態様が設定されているということ
（後半部分の態様がその都度変化しうるものであること）が、「候補表示を選択する」と
いう態様の演出である副演出６２により予め（分岐点Ｑに到達するよりも前に）示される
。したがって、遊技者は、主演出６１の後半部分の態様が一定ではないことを把握するこ
とができる。
【０１１４】
　「分岐点Ｑ」が設定されていることを、演出の映像（本実施形態でいう主演出６１の映
像）にて示す（例えば、キャラクタがＡとＢとで迷っていることを示す）ことが考えられ
る。しかし、このような構成とすると、演出のパターンを多数用意しなければならなくな
る。本実施形態では、副演出６２にて、主演出６１に「分岐点Ｑ」が設定されていること
が示されるのであるから、用意する主演出６１のパターンが著しく増加してしまうことが
抑制される。例えば、主演出６１の前半部分が毎回同じ態様となるように設定することも
可能である。
【０１１５】
　また、主演出６１に分岐点Ｑが設定されていることを示す副演出６２は、主演出６１と
は異なる表示装置にて実行される（少なくとも、副演出６２が実行されているときには、
主演出６１と副演出６２は異なる表示装置にて実行される）ものであるから、演出が分か
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りやすい。また、本実施形態のように副演出６２を「選択演出」のような態様としても、
当該副演出６２は主演出６１とは異なる表示装置を利用して実行されているのであるから
、主演出６１として表示される映像等の世界観が崩れてしまうといったことが抑制される
。
【０１１６】
　また、本実施形態では、記憶手段に記憶されている基本態様の数、すなわち主演出６１
の後半部分のバリエーションの数（本実施形態では三つ）は、副演出６２において選択肢
のように表示される候補表示の数（本実施形態では二つ）よりも多い。このような構成と
することで、分岐演出６０全体としての趣向性が向上する。例えば、主演出６１の後半部
分として第一基本態様６１１が設定されることが決定されているとき、副演出６２として
第一候補表示６２１と第二候補表示６２２が示される態様と、第一候補表示６２１と第三
候補表示６２３が示される態様が発生しうることになる。つまり、「主」の演出である主
演出６１の後半部分の基本態様が同じである場合であっても、分岐演出６０全体として異
なる態様の演出とすることができ、演出の幅が広がる。
【０１１７】
４－２－２）本実施形態における上記分岐演出６０の構成はあくまで一例である。例えば
以下のように変更、具体化等してもよい。
【０１１８】
ａ）副演出６２において表示される候補表示の数は（記憶手段に記憶された基本態様の数
を最大として）適宜変更可能である。例えば、本実施形態のように三つの基本態様が設定
された構成において、その三つ全ての候補表示が副演出６２で表示されるようにしてもよ
い。ただし、上述したように、演出の幅を広げるという作用が奏されるようにするのであ
れば、副演出において表示される候補表示の数＜基本態様の数とすることが好ましい。
【０１１９】
　また、副演出６２において表示される候補表示の数が、分岐演出６０発生の度に変化し
うる構成としてもよい。例えば、本実施形態のように三つの基本態様が設定された構成に
おいては、副演出６２にて表示される候補表示の数が二つのケースだけでなく、三つのケ
ースが発生しうるものとする。
【０１２０】
ｂ）主演出６１は、分岐点Ｑから結末（成功結末または失敗結末）の直前に至るまで、毎
回同じ態様の映像が出力されるものとすることができる。演出の途中に分岐点Ｑが設定さ
れている場合、当該分岐点Ｑ以降は異なる種類の映像が出力される等するのが通常である
ところ、本実施形態では副演出６２により分岐点Ｑの存在が示される（選択演出が実行さ
れる）ため、それをもって主演出６１に変化が生じているかのようにみせることが可能と
なる。例えば、本実施形態に則していえば、主演出６１においてキャラクタが扉を開放す
る映像が常に同じ映像が出力されるものとしても、副演出６２においてキャラクタが選択
した扉が「怪しい扉」、「とても怪しい扉」、「最高に怪しい扉」のいずれかであること
が示されるのであるから、遊技者には（同じ映像であっても）キャラクタが選択する扉が
毎回異なりうるものであるかのようにみえる。
【０１２１】
ｃ）副演出６２において表示される二つの候補表示のうち、信頼度が高いもの（対応する
基本態様の信頼度が高いもの）が選択される蓋然性の高さが示唆されるようにする。当該
示唆の手法はどのようなものであってもよい。例えば、副演出６２においては、矢印を含
む所定の画像（選択画像）が表示され、当該矢印がいずれかの候補表示を指し示すことを
説明したが、当該選択画像はキャラクタを含むものとする。そして、キャラクタの数がそ
の都度変化しうる（例えば、１～３のいずれかに変化しうる）ものとして、キャラクタの
数が多いほど、信頼度が高い候補表示が選択される蓋然性が高いものとする（図１８参照
）。
【０１２２】
　かかる示唆は、第二表示装置１２にて行われるものとする（図１８参照）。つまり、遊
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技者に有利な状況となる蓋然性の高低は、第一表示装置１１ではなく、第二表示装置１２
にて示されるものとする。これにより、第一表示装置１１にて主演出６１として表示され
る映像等の世界観が崩れてしまうといったことが抑制される。
【０１２３】
ｄ）上記のような分岐演出６０が複数回連続して発生しうるものとしてもよい。つまり、
主演出６１に複数の分岐点Ｑが設定されていることが示される（副演出６２が複数回発生
する）ようにしてもよい。この場合、一連の演出において複数回発生する副演出６２の態
様はそれぞれ異なるものとすることが好ましい。
【０１２４】
　複数回の副演出６２が発生する場合、各副演出６２において表示される候補表示の数が
変化するような構成としてもよい。例えば、一回目の副演出６２においては三つの候補表
示が示され、二回目の副演出６２においては二つの候補表示が示されるといった構成とす
る。
【０１２５】
４－３）同時進行演出
４－３－１）本実施形態にかかる遊技機１が実行可能な同時進行演出７０について説明す
る。同時進行演出７０は、第一予告演出７１および第二予告演出７２を含む演出である（
図１９参照）。第一予告演出７１および第二予告演出７２は、ともに、前半部分から後半
部分に移行することが遊技者にとって有利な事象となるものである。具体的には、第一予
告演出７１および第二予告演出７２は、ともに後半部分の結末により遊技者に利益が付与
されるか否かが報知されるものであるところ、後半部分に移行せずに終了すれば、その時
点で利益が付与される可能性はなくなる。つまり、後半部分への移行は、利益が付与され
る可能性が残存しているという点で、（後半部分に移行せずに終了した場合に比して）遊
技者にとって有利な事象の発生であるということができる。なお、本実施形態における上
記「利益」は、大当たり（大当たり遊技の付与）に相当する。つまり、同時進行演出７０
は、第一予告演出７１や第二予告演出７２の後半部分の結末により、対象の当否判定結果
が報知される演出であるということができる。上記「利益」として、大当たり以外のもの
が対象となっていてもよい。
【０１２６】
　本実施形態では、第一予告演出７１は第一表示装置１１（第一表示領域１１１）にて実
行され、第二予告演出７２は第二表示装置１２（第二表示領域１２１）にて実行される。
つまり、各予告演出は表示される表示領域により（境界枠部１４により）区分けされる（
図１９参照）。
【０１２７】
　本実施形態における第一予告演出７１および第二予告演出７２の前半部分は、ともに、
「扉」が閉まるかどうかを煽る演出態様（以下、扉演出と称することもある）である。最
終的に当該「扉」が閉まる態様が後半部分への移行を示す結末として設定され、当該「扉
」が閉まらない態様が後半部分への移行が成功しなかったことを示す結末として設定され
ている（図１９参照）。同時進行演出７０においては、第一予告演出７１が前半部分から
後半部分に移行するか否かの結末、第二予告演出７２が前半部分から後半部分に移行する
か否かの結末が略同時に示されるように構成されている。具体的には、第一表示装置１１
（第一表示領域１１１）に表示された「扉」（以下、第一扉７１１と称することもある）
が閉まるか否かの結末と、第二表示装置１２（第二表示領域１２１）に表示された「扉」
（以下、第二扉７２１と称することもある）が閉まるか否かの結末が略同時に示される。
【０１２８】
　第一予告演出７１と第二予告演出７２とでは、扉の態様が異なる。本実施形態では、第
一扉７１１が銀色の扉とされ、第二扉７２１が金色の扉とされている（図面においては当
該態様の違いを図示しない）。詳細については後述するが、当該色の差は、遊技者に利益
が付与される場合における当該利益の期待値の差を表すものとしている。つまり、本実施
形態では、大当たりにより遊技者が得る利益の期待値の差を表すものであって、金色であ
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る第二扉７２１の方が、銀色である第一扉７１１よりも当該期待値が高くなるように設定
されている。
【０１２９】
　発生しうる扉演出の結末のパターン（態様）は以下の通りである。
・第一態様（図１９（ａ）から（ｂ）に移行する態様）
　第一扉７１１および第二扉７２１の両方が閉まる態様。すなわち、第一予告演出７１お
よび第二予告演出７２の両方が前半部分から後半部分に移行する態様。
・第二態様（図１９（ａ）から（ｃ）に移行する態様）
　第一扉７１１および第二扉７２１の一方が閉まり、他方が閉まらない態様。すなわち、
第一予告演出７１および第二予告演出７２の一方が前半部分から後半部分へ移行し、他方
が前半部分から後半部分に移行しない態様。
　さらに、本態様は、第一扉７１１が閉まる態様（第一予告演出７１が後半部分に移行す
る態様）（第二態様Ａ）と、第二扉７２１が閉まる態様（第二予告演出７２が後半部分に
移行する態様）（第二態様Ｂ）とに区分けされる。
・第三態様（図１９（ａ）から（ｃ）に移行する態様）
　第一扉７１１および第二扉７２１の両方が閉まらない態様。すなわち、第一予告演出７
１および第二予告演出７２の両方とも前半部分から後半部分に移行しない態様。
【０１３０】
　第三態様は、第一予告演出７１および第二予告演出７２の両方ともが後半部分に移行し
ないというものであるから、遊技者にとって最も好ましくない態様であるといえる。また
、本実施形態では、第二態様に比して第一態様の方が遊技者にとって喜ばしい態様として
設定されている。すなわち、第一態様が発生した場合の方が、第二態様が発生した場合に
比して、最終的に遊技者が享受する利益の期待値が大きくなるように設定されている。よ
り具体的には、第一態様が発生した場合の方が、第二態様が発生した場合よりも、対象の
当否判定結果が大当たりとなる蓋然性が高くなるように設定されている。また、大当たり
に当選した場合、その大当たりは、遊技者が享受する利益が高い大当たりとなる蓋然性が
高くなるように設定されている（詳細は後述）。
【０１３１】
　第一予告演出７１および第二予告演出７２の後半部分の態様について説明する。後半部
分の演出は、遊技者に対し、押しボタン等の操作手段９２（図１参照）の操作を促す操作
演出である（図２０～図２２参照）。遊技者に操作することを求める操作手段９２および
操作態様はどのようなものであってもよい。本実施形態では、操作手段９２を一回押圧操
作することを求める。操作手段９２を操作すべき時期であることを分かるように示す操作
画像や、操作が演出上反映される操作有効期間の残り時間または経過時間を示すメータ画
像等が表示されるようにするとよい。
【０１３２】
　基本的には、遊技者が操作手段９２を操作すること、または操作有効期間が終了したこ
とを契機として、成功結末（遊技者に有利な結末）または失敗結末（遊技者に不利な結末
）のいずれかが実行されることとなる。成功結末となる場合には対象の当否判定結果が大
当たりとなることが確定するというものである。本実施形態では、第一予告演出７１およ
び第二予告演出７２の後半部分の態様は、扉（第一扉７１１または第二扉７２１）に固定
されているかのように表示されるランプが点灯する（光る）か否かの演出であり、成功結
末として当該ランプが点灯することが、失敗結末として当該ランプが点灯しないことが設
定されている。
【０１３３】
　上述した第一態様が発生した場合の演出の流れについて説明する。第一扉７１１と第二
扉７２１の両方が閉まり（図２０（ａ）参照）、第一表示装置１１（第一表示領域１１１
）と第二表示装置１２（第二表示領域１２１）のそれぞれにおいて、上述した操作画像お
よびメータ画像等が表示される（図２０（ｂ）参照）。つまり、第一表示装置１１および
第二表示装置１２のそれぞれにおいて、遊技者に対し、操作手段９２を操作することを促
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す指示が出される。第一表示装置１１にて第一操作演出が、第二表示装置１２にて第一操
作演出とは異なる第二操作演出が発生した状態であるともいえる。
【０１３４】
　第一操作演出と第二操作演出のそれぞれにおいて、操作有効期間が設定される。本実施
形態では、第一操作演出において設定される第一操作有効期間と、第二操作演出において
設定される第一操作有効期間は、完全に一致している。つまり、第一操作有効期間の開始
から終了までの期間の全体が、第二操作有効期間の開始から終了までの期間の全体と重複
している。ただし、第一操作有効期間と第二操作有効期間を完全に一致させない構成とす
ることを否定するわけではない。
【０１３５】
　第一操作有効期間かつ第二操作有効期間中に操作手段９２の操作が検出されたことを契
機として、上記成功結末または失敗結末のいずれかが実行される。つまり、第一扉７１１
に固定された第一ランプ７１２、第二扉７２１に固定された第二ランプ７２２が点灯する
か否かの演出が発生するということである。第一操作演出および第二操作演出という複数
の操作演出が発生した状況において、操作手段９２の操作が一度に両演出において反映さ
れるともいえる。なお、操作手段９２の操作がなされずに操作有効期間（第一操作有効期
間および第二操作有効期間）が終了した場合には、操作有効期間が終了したことを契機と
して、第一扉７１１に固定された第一ランプ７１２、第二扉７２１に固定された第二ラン
プ７２２が点灯するか否かの演出が発生する。
【０１３６】
　本実施形態では、大当たりとして、第一大当たりおよび第二大当たりが設定されている
。第二大当たりは、第一大当たりよりも、当選したときに遊技者が享受する利益の期待値
が大きいものである。なお、当該「利益」は種々の観点に基づき決定することができる。
例えば、大当たり遊技中に獲得できる遊技球の数（いわゆる出玉）の期待値に基づき決定
することができる（第一大当たりよりも第二大当たりの方が出玉の期待値が大きい）。ま
た、大当たり遊技終了後の遊技状態が遊技者にとって有利なものとなるか否かに基づき決
定することもできる（第一大当たり遊技終了後は低確率遊技状態であるが、第二大当たり
遊技終了後は高確率遊技状態（いわゆる確率変動状態）となる）。いずれにせよ、遊技者
にとって、第一大当たりに当選することよりも、第二大当たりに当選することの方が喜ば
しい事象であるということである。
【０１３７】
　本実施形態では、「３」または「７」を含む識別図柄２０（識別図柄２０の三つ揃い）
により大当たり当選が報知された場合には、第二大当たりとなることが確定する。一方、
それ以外の識別図柄２０により大当たり当選が報知された場合には、第一大当たりとなる
こともあれば、第二大当たりとなることもあるように設定されている。
【０１３８】
　対象の当否判定結果がはずれである場合には、第一ランプ７１２および第二ランプ７２
２のいずれも点灯しない（図２０（ｃ－１）、（ｄ－１）参照）。つまり、第一操作演出
および第二操作演出の結末はいずれも失敗結末となる。
【０１３９】
　対象の当否判定結果が第一大当たりである場合には、第一ランプ７１２が点灯する（図
２０（ｃ－２）、（ｄ－２）参照）。ただし、第二ランプ７２２が点灯することはない。
つまり、第一操作演出の結末が成功結末となり、第二操作演出の結末が失敗結末となる。
対象の当否判定結果が第二大当たりである場合には、第一ランプ７１２が点灯する（図２
０（ｃ－２）、（ｄ－２）参照）こともあれば、第二ランプ７２２が点灯する（図２０（
ｃ－３）、（ｄ－３）参照）こともある。つまり、第一操作演出の結末が成功結末となる
こともあれば、第二操作演出の結末が成功結末となることもある。
【０１４０】
　すなわち、第二ランプ７２２が点灯した場合（図２０（ｃ－３）、（ｄ－３）参照）に
は、第二大当たりが確定するということである。なお、第二ランプ７２２が点灯した場合
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、第二大当たりの当選が確定するのであるから、第一ランプ７１２および第二ランプ７２
２の両方が点灯する態様は発生するようにしてもよいし、発生しないようにしてもよい。
本実施形態では、第二ランプ７２２のみが点灯する構成としている。また、一旦第一大当
たりに当選したようにみせかけて、その後第二大当たりに当選したことが報知されるよう
な演出態様が発生するようにしてもよい。
【０１４１】
　一方、第一ランプ７１２が点灯した場合（図２０（ｃ－２）、（ｄ－２）参照）には、
当選した大当たりの種類は確定せず、第一大当たりおよび第二大当たりのいずれにも当選
した可能性が残るということである。なお、最終的に当選した大当たりの種類を示す手法
はどのようなものであってもよい。大当たり報知後に識別図柄２０が再変動する演出（い
わゆる再変動演出）によって報知される構成や、大当たり遊技中にいずれの大当たりに当
選したのか報知される構成が考えられる。
【０１４２】
　このように、第一態様が発生した場合（第一扉７１１と第二扉７２１の両方が閉まった
場合）には、遊技者は第一ランプ７１２と第二ランプ７２２のいずれかが点灯することを
願う（大当たりに当選していることを願う）とともに、ランプが点灯するのであれば（大
当たりに当選しているのであれば）第二ランプ７２２の方が点灯することを願うことにな
る。
【０１４３】
　上述した第二態様が発生した場合の演出の流れについて説明する。第一扉７１１が閉ま
る態様である第二態様Ａが発生した場合（図２１（ａ）参照）には、上述した第一操作演
出に相当する演出のみが発生することになる。つまり、第一扉７１１に設けられたランプ
（第一ランプ７１２）が操作手段９２の操作を契機として（または操作有効期間が終了す
ることを契機として）点灯するか否かの演出が発生することになる（図２１（ｂ）参照）
。第一ランプ７１２が点灯した場合には大当たりに当選することが確定する（図２１（ｃ
－２）、（ｄ－２）参照）。第一ランプ７１２の点灯であるため、第一大当たりおよび第
二大当たりのいずれにも当選した可能性がある。第一ランプ７１２が点灯しなかった場合
にははずれとなる（図２１（ｃ－１）、（ｄ－１）参照）。
【０１４４】
　第二扉７２１が閉まる態様である第二態様Ｂが発生した場合（図２２（ａ）参照）には
、上述した第二操作演出に相当する演出のみが発生することになる。つまり、第二扉７２
１に設けられたランプ（第二ランプ７２２）が操作手段９２の操作を契機として（または
操作有効期間が終了することを契機として）点灯するか否かの演出が発生することになる
（図２２（ｂ）参照）。第二ランプ７２２が点灯した場合には大当たりに当選することが
確定する。第二ランプ７２２の点灯であるため、第二大当たりに当選したことが確定する
ことになる（図２２（ｃ－２）、（ｄ－２）参照）。第二ランプ７２２が点灯しなかった
場合にははずれとなる（図２２（ｃ－１）、（ｄ－１）参照）。
【０１４５】
　このように、第二態様が発生した場合には、一つのランプが点灯するか否かの演出とな
る。一方、第一態様が発生した場合には、二つのランプのいずれかが点灯するか否かの演
出となる。本実施形態では、第二態様が発生した場合よりも、第一態様が発生した場合の
方が、いずれかのランプが点灯する可能性、すなわち大当たりとなる蓋然性（大当たり信
頼度）が高くなるように設定されている。つまり、第二態様が発生した場合の演出態様は
大当たりを得るための機会が「一つ」のみであるかのように示すものであるのに対し、第
一態様が発生した場合の演出態様は大当たりを得るための機会が「二つ」であるかのよう
に示すものであるため、それに合わせて大当たり信頼度を設定している。
【０１４６】
　また、第二態様Ｂを経て大当たりに当選した場合には第二大当たりが確定することにな
るから、第二態様Ａよりも第二態様Ｂの方が遊技者にとって喜ばしい事象であるといえる
。
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【０１４７】
　つまり、第一予告演出７１および第二予告演出７２の前半部分においては、遊技者は、
第一扉７１１と第二扉７２１の両方が閉まることを願うことになる。また、一つの扉しか
閉まらないのであれば、その扉が第二扉７２１になることを願う演出態様となる。
【０１４８】
　以上説明したように、本実施形態における同時進行演出７０は、前半部分から後半部分
に移行することが、遊技者に有利な事象として設定されている第一予告演出７１および第
二予告演出７２について、前半部分から後半部分に移行するか否かの結果が略同時に示さ
れるという面白みのあるものである。
【０１４９】
　また、前半部分から後半部分への移行の成否のパターンとして、上述した第一態様～第
三態様が発生しうるものであるため、演出の幅が広がる。特に、大当たりの可能性が残さ
れている態様として、第一態様と第二態様という複数種の態様が発生するものであるため
、単純に「成功」と「失敗」に分岐されるような周知の演出とは異なるものとなる。しか
も、第二態様のみをとってみても、第二態様Ａと第二態様Ｂという複数種の態様が発生す
るという点で、面白みのあるものであるといえる。
【０１５０】
　また、第一予告演出７１と第二予告演出７２は異なる表示装置１０にて実行されるもの
であるため、遊技者に対し、各演出が独立して進行しているかのような印象を与えること
が可能となる。
【０１５１】
　また、第一態様が発生した場合には、第一操作演出と第二操作演出という二つの操作演
出が同時発生するかのような演出態様となる。そして、操作手段９２の操作が検出された
ときには、それが一度に両操作演出に反映される（結果が一つずつ示されるのではなく、
同時に示される）という点で面白みのあるものであるといえる。
【０１５２】
４－３－２）本実施形態における上記同時進行演出７０の構成はあくまで一例である。例
えば以下のように変更、具体化等してもよい。
【０１５３】
ａ）本実施形態では、第一予告演出７１が第一表示装置１１にて実行され、第二予告演出
７２が第二表示装置１２にて実行されるものであることを説明したが、一の表示装置にて
実行される演出としてもよい。つまり、一の表示装置の所定の領域にて第一予告演出７１
が実行（表示）され、それとは別の領域にて第二予告演出７２が実行（表示）される構成
としてもよい。
【０１５４】
　また、三つ以上の表示装置を備え、各表示装置のそれぞれにて予告演出が実行されるよ
うな構成としてもよい。
【０１５５】
ｂ）第一表示領域１１１と第二表示領域１２１を合わせた領域、すなわち複合表示領域１
３にて実行される一の演出（以下、特別演出７３と称する）が発生しうる構成とする。つ
まり、上述した同時進行演出７０は、第一表示領域１１１において実行される第一予告演
出７１と、第二表示領域１２１において実行される第二予告演出７２とが同時に進行する
ような形態であるところ、これらが複合されたかのような演出である特別演出７３（図２
３参照）が発生するようにする。当該特別演出７３は、第一予告演出７１や第二予告演出
７２のそれぞれと類似する形態とすることが好ましい。具体的には以下の通りである。
【０１５６】
　特別演出７３においては、第一表示領域１１１と第二表示領域１２１に跨って一組の扉
（一つの扉）が表示される。つまり、上記同時進行演出７０は、第一表示領域１１１に第
一扉７１１が、第二表示領域１２１に第二扉７２１が表示される（二組の扉が表示される
）ものであるところ、特別演出７３では複合表示領域１３全体に一つの扉が表示される。
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具体的には、左側の扉と右側の扉の両方が第一表示領域１１１と第二表示領域１２１に跨
って表示された一組の扉（以下、特別扉７３１と称する）が表示される。
【０１５７】
　そして、前半部分から後半部分に移行するか否かを示すものとして、当該特別扉７３１
が閉まるかどうかの演出が実行される（図２３（ａ）参照）。扉が閉まった場合、すなわ
ち後半部分に移行した場合には、操作手段９２の操作を促す操作演出が実行され（図２３
（ｂ）参照）、その結果として遊技者に利益が付与されるか否か（大当たりの当選の有無
）が報知される（図２３（ｃ）参照）。当該報知は、同時進行演出７０と同様に、上記特
別扉７３１に固定されているかのように表示されるランプ（特別ランプ７３２）の点灯の
有無により示される。なお、特別演出７３は、同時進行演出７０よりも、いわゆる大当た
り信頼度が高いものとすることが好ましい。特別演出７３が発生した時点で大当たりが確
定する（信頼度が１００％である）構成としてもよい。また、特別演出７３が発生した時
点で第二大当たりが確定する構成としてもよい。
【０１５８】
　上述したように、同時進行演出７０は、第一表示装置１１にて実行される第一予告演出
７１と第二表示装置１２にて実行される第二予告演出７２が互いに独立して進行している
かのような印象を与えるものであるため、これとの比較において特別演出７３は遊技者に
対し驚きを与えるものとなる。このような効果を確実なものとするため、特別演出７３が
発生する蓋然性（発生頻度）は、同時進行演出７０よりも低いものとすることが好ましい
。
【０１５９】
ｃ）同時進行演出７０が発生する契機を限定することが考えられる。例えば、始動口とし
て、いわゆる特図１始動口と特図２始動口が設けられているものとする。通常遊技状態中
（低ベース状態中）は、基本的には特図１始動口に遊技球が入球することを契機とした当
否判定抽選による大当たり当選を目指すことになるが、所定条件を満たすことで特図２始
動口が開放し、当該特図２始動口に遊技球が入球することを契機とした当否判定抽選を受
けることができる場合があるとする。このような構成において、特図２始動口に遊技球が
入球することを契機とした当否判定結果を報知する演出として、上記同時進行演出７０（
特別演出７３）が発生しうるものとする。
【０１６０】
　特図１始動口に遊技球が入球することを契機として取得された第一当否判定情報（保留
情報）よりも、特図２始動口に入球することを契機として取得された第二当否判定情報（
保留情報）に対応する当否判定結果の報知の方が優先的に実行される構成とする場合（い
わゆる特図２優先消化とする場合）には、複数の第二当否判定情報が取得されたとき、上
記同時進行演出７０が連続的に発生することになる。
【０１６１】
　また、同時進行演出７０は、遊技者が享受する利益の期待値が異なる複数種の大当たり
（本実施形態では第一大当たりと第二大当たり）を報知することが可能であるから、第二
当否判定情報に基づく当否判定抽選に当選したときに発生する大当たり（いわゆる特図２
の大当たり）の「大当たり振り分け」の設定は、一種類の大当たりが１００％であるとい
った設定に限られるものではない。例えば、特図２大当たりとなった場合には、第一大当
たりとなることもあれば、第二大当たりとなることもあるという設定であっても問題はな
い（第二大当たりが１００％であるといった設定である必要はない）。
【０１６２】
ｄ）同時進行演出７０を構成する各予告演出は、演出を構成する細かい要素がその都度変
化しうる構成としてもよい。例えば、各予告演出は、扉が閉まるか否か、ランプが点灯す
るか否かという演出であるという点（主要な部分）においては不変であるものの、いわゆ
るチャンスアップの有無等、細部においてはその都度変化しうる構成としてもよい。
【０１６３】
４－４）複合報知演出
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４－４－１）本実施形態にかかる遊技機１が実行可能な複合報知演出７５について説明す
る。複合報知演出７５は、第一報知演出７５１とそれとは異なる態様の第二報知演出７５
２を含む（図２４、図２５等参照）。第一報知演出７５１と第二報知演出７５２は、少な
くとも一部が同時期に進行する。本実施形態では、演出が開始されてから後述する停止点
Ｓに至るまでは、第一報知演出７５１と第二報知演出７５２の両方が進行する（図２４、
図２５等参照）。
【０１６４】
　第一報知演出７５１および第二報知演出７５２は、互いに異なる表示装置１０にて実行
される。本実施形態では、基本的には（後述する停止点Ｓに至るまでは）、第一表示装置
１１（第一表示領域１１１）にて第一報知演出７５１が、第二表示装置１２（第二表示領
域１２１）にて第二報知演出７５２が実行される（図２４参照）。第一報知演出７５１と
第二報知演出７５２とは、互いに態様が異なるものであることを遊技者が区別することが
できればよく、各演出の具体的態様はどのようなものであってもよい。ただし、各演出を
構成する要素の少なくとも一部が共通していることが好ましい。本実施形態における第一
報知演出７５１と第二報知演出７５２は、ともに、味方側キャラクタと敵側キャラクタが
戦う「バトル演出」である。「バトル」という演出構成要素において両演出は共通すると
いうことである。当該バトルを行うキャラクタが異なるため、遊技者は、両演出が異なる
ものであるということを把握することが可能である。本実施形態における第一報知演出７
５１と第二報知演出７５２は、味方側キャラクタは同じであるが、敵側キャラクタが異な
るものである。
【０１６５】
　第一報知演出７５１および第二報知演出７５２は、その結末として、遊技者にとって好
ましい結末である勝利結末、および遊技者にとって好ましくない結末である敗北結末のい
ずれかが発生する。勝利結末は、味方側キャラクタが勝利する結末（一旦味方側キャラク
タが敗北したかのように見せかけて復活等するいわゆる逆転演出の態様を含む）である。
敗北結末は、味方側キャラクタが敗北する結末である。複合報知演出７５では、第一報知
演出７５１と第二報知演出７５２について、いずれかの結末が発生する。詳細を後述する
ように、複合報知演出７５により報知される対象の当否判定結果が大当たりとなる場合に
は、第一報知演出７５１および第二報知演出７５２の少なくともいずれか一方が必ず勝率
結末となる。
【０１６６】
　なお、第一報知演出７５１が実行されている第一表示装置１１（第一表示領域１１１）
、および第二報知演出７５２が実行されている第二表示装置１２（第二表示領域１２１）
の両方に、当否判定結果を示す識別図柄２０が表示されるようにするとよい（図２４等参
照）。このようにすることで、遊技者に対し二つの当否判定結果が報知されるような印象
（実際に報知されるのは一つの当否判定結果である）を与えることが可能となる。本実施
形態では、いわゆるリーチ状態（三つの識別図柄２０のうち、二つが同じ図柄である状態
）を構築した識別図柄２０が表示される。複合報知演出７５により報知されるのは一つの
当否判定結果であるから、第一表示装置１１に表示されるリーチ状態と、第二表示装置１
２に表示されるリーチ状態は、同じリーチ状態（同じ識別図柄２０によって構成されるリ
ーチ状態）であることが好ましい。
【０１６７】
　複合報知演出７５は次のように進行する。演出の開始（図２５（ａ）の時点）から所定
時間経過後の停止点Ｓ（図２５（ｃ）の時点）までは、第一報知演出７５１と第二報知演
出７５２の両方が進行する（図２４、図２５等参照）。停止点Ｓは、結末が実行されるよ
りも前の時点（結末の直前の時点であることが好ましい）である。つまり、第一報知演出
７５１の結末と第二報知演出７５２の結末が遊技者には分からない時点まで、両演出はと
もに進行する。
【０１６８】
　停止点Ｓに到達した時点で第一報知演出７５１と第二報知演出７５２の一方の進行が停
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止する（図２４、図２５（ｃ）参照）。本実施形態では、第二表示装置１２にて実行され
ている第二報知演出７５２の進行が停止する。第二報知演出７５２の進行が停止している
ことを示すような画像（停止表示７６）が表示されるようにするとよい。一方、第一表示
装置１１にて実行されている第一報知演出７５１は停止点Ｓに到達してもそのまま進行す
る。そして、第一報知演出７５１の結末が実行される（図２４、図２６（ａ）（ｂ）参照
）。
【０１６９】
　第一報知演出７５１の結末が実行された後、進行が停止していた第二報知演出７５２が
再開される（図２４、図２６（ｃ）（ｄ）参照）。つまり、停止点Ｓにて停止した箇所か
ら再び進行する。第二報知演出７５２は、その再開と同時または再開してから所定時間経
過後の時点（結末に至るよりも前の時点）で、第一表示装置１１にて実行されるものに切
り替わる。具体的には、第一報知演出７５１が第二表示装置１２（第二表示領域１２１）
に表示され、第二報知演出７５２が第一表示装置１１（第一表示領域１１１）に表示され
た状態となる（切替演出の発生）（図２５（ｃ）（ｄ）参照）。第一報知演出７５１は既
に結末が実行されているのであるから、第二表示装置１２においては、第一報知演出７５
１の結末（勝利結末または敗北結末）の内容、および結末の内容に応じた識別図柄２０（
大当たりを示す組み合わせの識別図柄２０またははずれを示す組み合わせの識別図柄２０
）の少なくともいずれか一方が表示された状態にある。その状態で、第一表示装置１１に
おいては第二報知演出７５２が結末に向かって進行する。そして、第一表示装置１１にお
いて、第二報知演出７５２の結末が実行される（図２４、図２７（ａ）（ｂ）、図２８（
ａ）（ｂ）参照）。
【０１７０】
　つまり、本実施形態では、第一報知演出７５１の結末および第二報知演出７５２の結末
のいずれもが、第一表示装置１１（第一表示領域１１１）にて実行される。上述したよう
に、第一表示装置１１は第二表示装置１２に比して表示領域が大きいものであるため、第
一表示装置１１は「主表示装置」と、第二表示装置１２は「副表示装置」と捉えることが
できる。本実施形態では、「副表示装置」に比して目立つ表示装置（表示領域）である「
主表示装置」にて、第一報知演出７５１および第二報知演出７５２の結末を示すために、
上記切替演出を発生させるようにしている。
【０１７１】
　また、本実施形態では、第二報知演出７５２を一時的に停止させることにより、第一報
知演出７５１の結末と第二報知演出７５２の結末が実行される時期をずらしている。詳細
を後述するように、複合報知演出７５は、いずれかの報知演出が勝利結末となれば大当た
りとなるものであるため、遊技者に対し、あたかも大当たりを獲得するチャンスが複数回
設定されているのではないかという印象を与えることが可能となる。
【０１７２】
　対象の当否判定結果を報知する態様（報知パターン）について、対象の当否判定結果の
当否に応じて説明する。対象の当否判定結果がはずれとなる場合には、第一報知演出７５
１の結末および第二報知演出７５２の結末は、いずれも敗北結末となる。第一報知演出７
５１の敗北結末が実行されて、次に第二報知演出７５２の敗北結末が実行されるという流
れ（図２６（ｂ）→図２６（ｄ）→図２８（ｂ）という流れ）となる。各報知演出（各表
示装置１０）において、識別図柄２０ははずれであることを示す組み合わせで表示される
。遊技者の視点でいえば、一回目の機会、および二回目の機会のいずれでも、大当たりを
獲得することができなかったという流れの演出態様となる。
【０１７３】
　対象の当否判定結果が大当たりである場合には、第一報知演出７５１および第二報知演
出７５２の少なくともいずれかが勝利結末となる。発生しうるパターン（様式）は以下の
通りである。
・第一パターン
　第一報知演出７５１の結末が敗北結末となり、第二報知演出７５２の結末が勝利結末と
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なるパターン（図２６（ｂ）→図２６（ｄ）→図２８（ａ）という流れ）
・第二パターン
　第一報知演出７５１の結末が勝利結末となり、第二報知演出７５２の結末が敗北結末と
なるパターン（図２６（ａ）→図２６（ｃ）→図２７（ｂ）という流れ）
・第三パターン
　第一報知演出７５１の結末が勝利結末となり、第二報知演出７５２の結末が勝利結末と
なるパターン（図２６（ａ）→図２６（ｃ）→図２７（ａ）という流れ）
【０１７４】
　第一パターンの場合、第一報知演出７５１の結末は敗北結末となるため、当該時点にお
いては大当たりに当選したことが報知されない（図２６（ｂ）参照）。第一報知演出７５
１の結末が実行された第一表示領域１１１においては、はずれであることを示す組み合わ
せで識別図柄２０が表示される。その後、第二報知演出７５２の結末が勝利結末となるこ
とにより、大当たりに当選したことが報知される（図２８（ａ）参照）。第二報知演出７
５２の結末が実行された第一表示装置１１においては、大当たりであることを示す組み合
わせで識別図柄２０が表示される。
【０１７５】
　本実施形態では、かかる第一パターンが発生した場合、いずれの大当たりに当選したの
か確定的に報知されないようにされる。すなわち、第二大当たりであることを確定させる
識別図柄２０（本実施形態では、「３」または「７」を含む識別図柄２０）以外の図柄が
表示されることにより大当たりの当選が報知される。これは、第二パターンや第三パター
ンのケースと比較考慮した設定である。つまり、詳細を後述するように、第二パターンや
第三パターンが発生するケースでは、「大当たり当選を報知する演出」は第一報知演出７
５１であって、かかる第一報知演出７５１にて第二大当たりに当選したことが確定的に報
知されることがないように設定されているから、それに合わせて第一パターンにおいても
「大当たり当選を報知する演出」である第二報知演出７５２においては、第二大当たりで
あることが確定的に報知されることがないようにしている。ただし、第二報知演出７５２
の後、第二大当たりに当選したことを示すような演出が発生しうる設定としてもよい。例
えば、大当たり遊技中に第二大当たりに当選したことを示すような演出が発生しうる設定
としてもよい。また、第一パターンのケースが発生するときにおいて、第二報知演出７５
２にて第二大当たりに当選したことを確定的に報知する、すなわち第二大当たりであるこ
とを確定させる図柄（本実施形態では、「３」または「７」を含む識別図柄２０）が表示
されることにより大当たりの当選が報知されることがあり得る設定とすることを否定する
わけではない。
【０１７６】
　かかる第一パターンが発生した場合、遊技者の視点でいえば、一回目の機会では大当た
りを獲得することができなかったものの、二回目の機会で大当たりを獲得することができ
たという流れの演出態様となる。
【０１７７】
　第二パターン、第三パターンではいずれも、第一報知演出７５１の結末が勝利結末とな
ることにより、大当たりに当選したことが報知される（図２６（ａ）参照）。つまり、第
一報知演出７５１の結末が実行された時点で大当たりとなることが確定する。第一報知演
出７５１の結末が実行された第一表示装置１１においては、大当たりであることを示す組
み合わせで識別図柄２０が表示される。ここで、当該第二パターンや第三パターンにより
大当たり当選が報知される場合、大当たりを示す識別図柄２０は、第二大当たりであるこ
とを確定させる図柄（本実施形態では、「３」または「７」を含む識別図柄２０）ではな
いように構成される。つまり、当該時点においては、遊技者が享受する利益の期待値が異
なる複数種の大当たり（本実施形態では第一大当たりおよび第二大当たり）のうち、いず
れの大当たりに当選したのか確定的に表示されないようにされる。
【０１７８】
　そして、第一報知演出７５１の結末（勝利結末）の後実行される第二報知演出７５２の
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結末は、いわゆる「昇格演出」として機能する。本実施形態では、第二大当たりであるこ
とが確定するか否か、すなわち大当たりを報知する識別図柄２０が第二大当たりであるこ
とを確定させる図柄に変化するか否かが第二報知演出７５２の結末により示される。つま
り、第一報知演出７５１にて大当たり付与（利益付与）が確定したときには、第二報知演
出７５２にてその大当たりの種類が変化するか否か（利益の大きさが変化するか否か）が
示されるというものである。なお、内部的には、いずれの種類の大当たりに当選したのか
は予め決まっているものであるから、ここでいう大当たりの種類が変化するか否か（利益
の大きさが変化するか否か）とは、遊技者視点（見た目）での種類の変化（大当たりを示
す組み合わせで表示された識別図柄２０の種類の変化）をいうものである。
【０１７９】
　第二報知演出７５２の結末が敗北結末（図２７（ｂ）参照）となる（第二パターン）の
ケースは、「昇格」が発生しないものである。すなわち、第二大当たりであることを確定
させる識別図柄２０の変化は発生しない。第二報知演出７５２の結末が勝利結末（図２７
（ａ）参照）となる（第三パターン）のケースは、「昇格」が発生するものである。すな
わち、第二大当たりであることを確定させる識別図柄２０の変化が発生する。なお、第二
パターンのケースが発生した場合であっても、その後第二大当たりに当選したことを示す
ような演出が発生しうる設定としてもよい。例えば、大当たり遊技中に第二大当たりに当
選したことを示すような演出が発生しうる設定としてもよい。
【０１８０】
　第二パターンが発生した場合、遊技者の視点でいえば、一回目の機会では大当たりを獲
得することでき、二回目の機会で獲得した大当たりの昇格が発生しなかったという流れの
演出態様となる。第三パターンが発生した場合、遊技者の視点でいえば、一回目の機会で
は大当たりを獲得することでき、二回目の機会で獲得した大当たりの昇格が発生したとい
う流れの演出態様となる。
【０１８１】
　以上説明したように、本実施形態における複合報知演出７５は、第一報知演出７５１お
よび第二報知演出７５２が合わせて発生するものであって、大当たりに当選しているとき
には、いずれかの報知演出にて大当たり当選（利益付与）が報知されるという面白みのあ
る演出である。
【０１８２】
　また、複合報知演出７５は、第一報知演出７５１の結末が示された後、第二報知演出７
５２の結末が示されるというものであるから、各報知演出の結末がどのようなものとなっ
たのかが分かりやすい。また、第一報知演出７５１の結末と第二報知演出７５２の結末が
実行されるタイミングをずらすために、第二報知演出７５２の進行を途中で一時的に停止
させる（停止したかのように表示する）という構成とすることで、途中までは両演出が同
時進行しているかのような態様を実現することが可能となる。
【０１８３】
　また、複合報知演出７５は、第一報知演出７５１の結末により大当たり当選（利益付与
）が報知されたときには、第二報知演出７５２の結末がいわゆる「昇格」の有無を報知す
るものとなるように構成されているから、第一報知演出７５１にて大当たりに当選して、
第二報知演出７５２が無駄（無意味）になってしまったかのような印象を遊技者に与える
ことが防止される。
【０１８４】
　また、第一報知演出７５１および第二報知演出７５２は、互いに異なる表示装置１０に
て実行される演出であるから、同時期に進行する演出であっても、両者を区別しやすい。
【０１８５】
　また、複合報知演出７５は、第一報知演出７５１が第一表示装置１１にて、第二報知演
出７５２が第二表示装置１２にて実行された状態から、第一報知演出７５１が第二表示装
置１２にて、第二報知演出７５２が第一表示装置１１にて実行された状態に切り替わると
いう斬新な演出形態である。
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【０１８６】
　また、上記表示装置１０の切替わりにより、両報知演出の結末は必ず第一表示装置１１
（主表示装置）にて実行されるようにしている。つまり、第二表示装置１２（副表示装置
）に比して目立つ表示装置（表示領域）である第一表示装置１１にて必ず「結末」が示さ
れるものであるから、当該「結末」がどのようなものとなったかが分かりやすい。
【０１８７】
４－４－２）本実施形態における上記複合報知演出７５の構成はあくまで一例である。例
えば以下のように変更、具体化等してもよい。
【０１８８】
ａ）本実施形態における複合報知演出７５は、二つの報知演出を含むものであるが、三つ
以上の報知演出を含む態様としてもよい。つまり、大当たりに当選している場合には、三
つ以上の報知演出のいずれかにて大当たり当選（利益付与）が報知される構成とする。
【０１８９】
ｂ）複合報知演出７５を構成する複数の報知演出の少なくともいずれかは、それ自体が単
独で発生しうる構成とする。例えば、第一報知演出７５１が、第二報知演出７５２と一緒
にはではなく、それ自体が単独で発生する（いわゆるスーパーリーチ演出の一種として発
生する）構成とする。このような構成とすれば、遊技の趣向性を高めることが可能となる
。なお、このような構成とする場合、複合報知演出７５を構成しうるいずれかの報知演出
が単独で発生した場合に比して、当該報知演出を含む複合報知演出７５が発生した場合の
方が、最終的に大当たりとなる蓋然性が高くなるように設定されていることが好ましい。
複合報知演出７５は、大当たり（利益）獲得の機会が複数設定されているかのように遊技
者に示す演出であるからである。
【０１９０】
ｃ）複合報知演出７５の種類が複数設定されている構成としてもよい。例えば、複合報知
演出７５を構成しうる報知演出として、三種類の報知演出（報知演出Ａ、Ｂ、Ｃ）が設定
されている構成とする。この場合には、複合報知演出７５が含む二つの報知演出の組み合
わせとして、「報知演出Ａ、Ｂ」、「報知演出Ａ、Ｃ」、「報知演出Ｂ、Ｃ」という組み
合わせが考えられる。つまり、三種の複合報知演出７５が発生しうる構成とすることがで
きる。
【０１９１】
ｄ）複合報知演出７５を構成する各報知演出は、演出を構成する細かい要素がその都度変
化しうる構成としてもよい。例えば、第一報知演出７５１は、味方側キャラクタとある特
定のキャラクタが戦う演出であるという点（主要な部分）においては不変であるものの、
いわゆるチャンスアップの有無等、細部においては変化しうる構成としてもよい。
【０１９２】
ｅ）本実施形態では、第一報知演出７５１の結末にて大当たり当選が報知されなかったと
きには、第二報知演出７５２の結末にて再度大当たり当選の有無が報知される一方、第一
報知演出７５１の結末にて大当たりに当選したことが報知されたときには、第二報知演出
７５２の結末にていわゆる「昇格」の有無が報知されることを説明したが、前者のケース
と後者のケースにおいて、第二報知演出７５２の結末の態様（停止点Ｓ以降の態様）を異
ならせてもよい。前者のケースと後者のケースとでは、報知する対象が異なるからである
。例えば、前者のケースでは「バトル」の勝敗により大当たり当選の有無が報知されるよ
うにし、後者のケースでは「バトル」ではなく、その他の態様（例えば、図２９参照）で
「昇格」の有無が報知されるようにすることが考えられる。
【０１９３】
ｆ）本実施形態における複合報知演出７５では、第一報知演出７５１と第二報知演出７５
２は、（表示される表示装置１０が切り替わる演出は発生するものの）最初から最後まで
互いに異なる表示装置１０にて実行されるものであることを説明したが、演出の途中で複
合表示領域１３に一の画像（複合画像７７）が表示された状態が発生する構成としてもよ
い（図３０参照）。つまり、複合報知演出７５の途中で、第一報知演出７５１と第二報知
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演出７５２の区別がなくなる状態（図３０（ｂ）参照）が発生する構成としてもよい。
【０１９４】
　この場合、上記複合画像７７が表示されることもあれば、表示されないこともある構成
としてもよい。複合画像７７が表示されるか否かに応じて、大当たり信頼度が異なる設定
としてもよい。
【０１９５】
４－５）ステップアップ演出
４－５－１）本実施形態にかかる遊技機１が実行可能なステップアップ演出８０について
説明する。ステップアップ演出８０は、演出が段階的に進行していくものである。以下の
説明では、各段階（各段階の演出）を第○段階（第○段階の演出）と称することもある。
ステップアップ演出８０が最大何段階まで進行するか（○の最大値）は適宜設定すること
ができる。
【０１９６】
　ステップアップ演出８０の基本的な構成について説明する。本実施形態では、各段階の
演出においては、各段階に対応づけられた所定の演出画像（本実施形態では動画）が表示
される（以下、当該演出画像を基本画像８１と称する）（図３１（ａ）参照）。各段階に
対応づけられた基本画像８１の具体的な態様は、各段階の基本画像８１が互いに異なる態
様であればどのようなものであってもよい。遊技者がどの段階まで進行したかを分かりや
すくするため、各基本画像８１には、段階の値を示す表示が含まれているとよい。本実施
形態では各段階の基本画像８１に「エピソード○」の文字が付加されている。○の値が現
在の段階を示すものである。
【０１９７】
　本実施形態における基本画像８１は、第一表示領域１１１や第二表示領域１２１よりも
小さい略方形状の画像である。ステップアップ演出８０は、基本的には、段階が進行する
につれて、当該基本画像８１が変化していく（新たな基本画像８１が表示される）という
ものである。本実施形態では、最終的に進行した段階が高くなればなるほど、ステップア
ップ演出８０を含む一連の演出において当否判定結果が示される対象の当否判定結果が大
当たりとなる蓋然性が高くなるよう設定されている。
【０１９８】
　かかるステップアップ演出８０では、各段階（第Ｎ段階（Ｎは０を除く自然数））の演
出において、次段階（第Ｎ＋１段階）に移行するか否かを示す中途演出が実行される。当
該中途演出により、次段階に移行するか、移行せずに現在の段階（第Ｎ段階）でステップ
アップが停止するかが示される。かかる中途演出の態様について以下詳細に説明する。
【０１９９】
　中途演出（図３１（ｂ）参照）においては、第Ｎ＋１段階の演出態様を示唆する次段階
画像８２１が表示される。当該次段階画像８２１は、第Ｎ＋１段階の演出に進行したとき
に表示される基本画像８１を直接的または間接的に表すものである。本実施形態における
次段階画像８２１は、基本画像８１を直接的に表すものであって、動画である基本画像８
１の初期画面を次段階画像８２１として表示する。基本画像８１を間接的に表す例として
は、基本画像８１を端的に表した文字等（例えば、基本画像８１のエピソードタイトル）
を含む画像を次段階画像８２１として表示することが考えられる。このように、第Ｎ段階
の中途演出においては、第Ｎ＋１段階に移行した場合に実行される演出態様が予め示唆さ
れる。
【０２００】
　また、中途演出においては、第Ｎ＋１段階に移行しなかった場合の演出態様を示唆する
非進行時画像８２２が表示される。本実施形態では、次段階に移行しなかった場合には、
その時点でリーチ状態（リーチ状態については既述）を構築する識別図柄２０が表示され
るように構成されている。そのため、本実施形態における非進行時画像８２２は、リーチ
状態を構築した識別図柄２０とされる。つまり、本実施形態における非進行時画像８２２
は、第Ｎ＋１段階に移行しなかった場合の演出態様を直接的に表すものである。非進行時
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画像８２２を、第Ｎ＋１段階に移行しなかった場合の演出態様を間接的に表すものとして
もよい。例えば、第Ｎ＋１段階に移行しなかった場合の演出態様を端的に表した文字等（
例えば、「発展」（ステップアップが進行せず、別の演出に移行するということを示す）
といった文字）を含む画像を非進行時画像８２２として表示することが考えられる。
【０２０１】
　中途演出において、上記次段階画像８２１と非進行時画像８２２は合わせて複合表示領
域１３に表示される。本実施形態では、次段階画像８２１と非進行時画像８２２は互いに
繋がっているかのように表示される。具体的には、次段階画像８２１と非進行時画像８２
２を繋ぐ物体の画像（以下、接続画像８２３と主する）が表示される。接続画像８２３の
具体的態様は、次段階画像８２１と非進行時画像８２２が物理的に繋がっているかのよう
に示すものであればどのようなものであってもよい。本実施形態における接続画像８２３
は、次段階画像８２１の周囲を囲む枠状の部分と、当該枠状の部分から延びて非進行時画
像８２２を構成する識別図柄２０（リーチ状態を構築する識別図柄２０）に繋がる部分を
含む画像とされている。このように、中途演出においては、次段階画像８２１と非進行時
画像８２２が接続画像８２３によってひとまとまりとなったかのように表示される（以下
、次段階画像８２１、非進行時画像８２２、接続画像８２３を含む画像を複合画像８２と
称することもある）。つまり、次の段階に移行することを示す画像と、次の段階に移行し
ないことを示す画像が、一緒に複合表示領域１３に表示される（図３１（ｂ）参照）。
【０２０２】
　第Ｎ段階の演出が実行されているとき、当該段階であることを示す基本画像８１は、複
合表示領域１３を構成する一部である第一表示領域１１１に表示される（図３１（ａ）参
照）。そして、中途演出では、複合画像８２が複合表示領域１３の上方から下方に向かっ
て変位するように表示される。その後、非進行時画像８２２が第一表示領域１１１に、次
段階画像８２１が第二表示領域１２１に表示された状態で、複合画像８２がそのまま停止
するか否かの煽りが発生する（図３１（ｂ）参照）。
【０２０３】
　かかる状態で複合画像８２が停止せずにさらに下方に変位し、次段階画像８２１が第一
表示領域１１１に表示された状態で停止された場合、次段階の演出に進行したことが示さ
れる。つまり、第Ｎ段階の演出から第Ｎ＋１段階の演出に移行する場合には、中途演出は
、非進行時画像８２２が複合表示領域１３外に移動しつつ、次段階画像８２１が複合表示
領域１３（第一表示領域１１１）内に残ったかのような態様とされる（図３１（ｄ）参照
）。より具体的には、第一表示領域１１１に表示されていた第Ｎ段階の演出であることを
示す基本画像８１が、第一表示領域１１１内に残った次段階画像８２１に覆われたかのよ
うな態様となる。第一表示領域１１１（第一表示装置１１）は第二表示領域１２１（第二
表示装置１２）に比して表示領域が大きい「主表示装置」であるところ、第一表示領域１
１１に次段階画像８２１が停止し、当該次段階画像８２１により第Ｎ段階の基本画像８１
が覆い隠されたことにより、次段階（第Ｎ+１段階）の演出に進行することが示される。
【０２０４】
　その後、第Ｎ＋１段階の演出に進行したとき、第一表示領域１１１に表示された次段階
画像８２１は、第Ｎ＋１段階であることを示す基本画像８１となる（図３２（ｂ）参照）
。本実施形態における次段階画像８２１は、次段階の演出の基本画像８１の初期画面を表
したものであるため、そのまま基本画像８１としての動画が表示される。すなわち、第Ｎ
＋１段階の演出が実行されることとなる。
【０２０５】
　一方、第Ｎ＋１段階の演出への移行が発生しない場合、中途演出においては、複合画像
８２の全体が複合表示領域１３内に残ったかのような態様となる。つまり、非進行時画像
８２２が第一表示領域１１１に、次段階画像８２１が第二表示領域１２１に表示された状
態で複合画像８２が停止する（図３１（ｃ）参照）。第Ｎ段階の基本画像８１は、第一表
示領域１１１に表示される非進行時画像８２２で覆い隠されたような状態とされる。これ
により、次段階の演出に進行せずに、「リーチ状態」が構築されたことが示される。つま
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り、「主表示装置」である第一表示領域１１１にリーチ状態を示す画像が停止したことに
より、次段階の演出に移行せずに、リーチ状態が構築されたことを把握することが可能と
なる。この後（リーチ状態が構築された後）の進行はどのようなものであってもよい。
【０２０６】
　またこの場合、次段階画像８２１が第二表示領域１２１に表示された状態となる。第二
表示領域１２１（第二表示装置１２）は第一表示領域１１１（第一表示装置１１）に比し
て表示領域が小さい「副表示装置」であるため、第二表示領域１２１に次段階画像８２１
が停止したとしても、次段階の演出に移行したと勘違いしてしまうおそれは低い。第二表
示領域１２１に表示された次段階画像８２１は、その後、基本画像８１とは異なる態様の
画像（動画）となる（図３２（ａ）参照）。つまり、第Ｎ段階から第Ｎ＋１段階に進行し
た場合には次段階画像８２１は第Ｎ＋１段階を示す基本画像８１（動画）に推移する一方
、第Ｎ段階から第Ｎ＋１段階に進行しなかった場合には次段階画像８２１は第Ｎ＋１段階
を示す基本画像８１とは異なる態様の画像（以下、別画像８３と称する）に推移する。当
該別画像８３（動画）は、次段階に進行しなかったことを示すため、最後にストーリーが
完結するように構成されていることが好ましい。これにより、次段階に進行しなかったと
いうことを把握することが可能となる。一方、第Ｎ＋１段階の基本画像８１（動画）は、
（第Ｎ＋１段階がステップアップ演出８０の最終段階でないのであれば）次の段階の基本
画像８１に繋がるストーリーとなるように構成されていることが好ましい。
【０２０７】
　このように、本実施形態におけるステップアップ演出８０は、第Ｎ段階の演出から、第
Ｎ段階の演出に移行するか否かを示す中途演出において、第Ｎ＋１段階に移行したときに
実行される演出を示唆する次段階画像８２１と、第Ｎ＋１段階に移行しなかったときに実
行される演出を示唆する非進行時画像８２２の両方が示される構成であるため、演出（今
後の展開）が分かりやすいものとなる。
【０２０８】
　また、中途演出において表示される次段階画像８２１と非進行時画像８２２は、接続画
像８２３により、互いに繋がっているかのように表示される。このような構成とすること
で、中途演出において、次段階画像８２１と非進行時画像８２２が一緒に変位するもので
ある（セットである）ことを明確に示すことが可能となる。
【０２０９】
　また、非進行時画像８２２は、識別図柄２０を含む画像であるため、次段階の演出に移
行しなかった場合、識別図柄２０がどのような状態となるかを容易に把握することが可能
となる。本実施形態では、非進行時画像８２２として、リーチ状態を構築する識別図柄２
０の画像が表示される。したがって、次段階の演出に移行しなかった場合には、リーチ状
態が構築されることを容易に把握することが可能となる。
【０２１０】
　第Ｎ段階から第Ｎ＋１段階に移行する場合、中途演出は、非進行時画像８２２が複合表
示領域１３の表示領域外に移動しつつ、次段階画像８２１が複合表示領域１３内に残った
かのような態様となる。したがって、次段階（第Ｎ＋１段階）に移行したということが分
かりやすい。
【０２１１】
　また、第Ｎ段階から第Ｎ＋１段階に移行する場合、複合表示領域１３内に残ったかのよ
うに表示される次段階画像８２１は、第Ｎ段階の演出において表示されていた基本画像８
１を覆い隠す。したがって、次段階（第Ｎ＋１段階）に移行したということが分かりやす
い。
【０２１２】
　また、第Ｎ段階から第Ｎ＋１段階に移行したときには、複合表示領域１３内に残ったか
のように表示される次段階画像８２１は、第Ｎ＋１段階の演出において表示される基本画
像８１となる。したがって、次段階（第Ｎ＋１段階）に移行したということが分かりやす
い。
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【０２１３】
　第Ｎ段階から第Ｎ＋１段階への移行が発生しない場合、中途演出では、非進行時画像８
２２が次段階画像８２１とともに複合表示領域１３内に残ったかのような態様とされるた
め、次段階（第Ｎ＋１段階）に移行しなかったということが分かりやすい。
【０２１４】
　第Ｎ段階から第Ｎ＋１段階への移行が発生しなかったときには、複合表示領域１３内に
残った次段階画像８２１は、第Ｎ＋１段階の基本画像８１とは異なる態様の別画像８３と
される。よって、次段階（第Ｎ＋１段階）に移行しなかったということが分かりやすい。
【０２１５】
　本実施形態では、表示領域（複合表示領域１３）は、第一表示領域１１１と第二表示領
域１２１を含む。そして、第Ｎ段階から第Ｎ＋１段階に移行する場合、中途演出は、次段
階画像８２１が第一表示領域１１１に表示される態様となる一方、第Ｎ段階から第Ｎ＋１
段階への移行が発生しない場合、中途演出は、次段階画像８２１が第二表示領域１２１に
表示され、非進行時画像８２２が第一表示領域１１１に表示される態様となる。つまり、
次段階の演出に移行したか否かを示す画像は、必ず第一表示領域１１１（「主」の表示領
域）に表示される態様とされるため、次段階の演出への移行の成否が分かりやすい。
【０２１６】
４－５－２）本実施形態における上記ステップアップ演出８０の構成はあくまで一例であ
る。例えば以下のように変更、具体化等してもよい。
【０２１７】
ａ）本実施形態では、上記ステップアップ演出８０は第一表示領域１１１および第二表示
領域１２１（複合表示領域１３）に表示される各種画像により実行されるものであること
を説明したが、第一表示領域１１１および第二表示領域１２１という複数の表示領域が設
けられていることを前提とした構成以外の構成に関しては、一の表示領域（一の表示装置
）において実行される演出に対しても適用することが可能である。
【０２１８】
ｂ）ステップアップ演出８０を構成する各演出（各画像）は、演出（画像）を構成する細
かい要素がその都度変化しうる構成としてもよい。例えば、次段階画像８２１や非進行時
画像８２２は、ステップアップが次段階に移行した場合の演出態様と、移行しない場合の
演出態様を示唆する画像であるという点（主要な部分）においては不変であるものの、い
わゆるチャンスアップの有無等、細部においてはその都度変化しうる構成としてもよい。
【０２１９】
ｃ）本実施形態におけるステップアップ演出８０は、中途演出において次段階画像８２１
と非進行時画像８２２を含む複合画像８２が表示されるものであるが、当該複合画像８２
の態様がその都度変化しうる設定としてもよい。具体的には、複合画像８２を構成する接
続画像８２３の態様（色や形態）が中途演出の度に異なりうる（複数種の接続画像８２３
が設定された）構成とする。そして、接続画像８２３の態様により、次段階の演出に移行
する蓋然性が示唆されるようにする。このような構成とすることで、演出の趣向性をさら
に向上させることが可能となる。
【０２２０】
ｄ）本実施形態におけるステップアップ演出８０は、最終的に到達する段階が高いほど、
ステップアップ演出８０を含む一連の演出において当否判定結果が示される対象の当否判
定結果が大当たりとなる蓋然性が高くなるよう設定されていることを説明したが、これは
あくまで一例である。最終的に到達する段階が低いほど、対象の当否判定結果が大当たり
となる蓋然性が低くなるよう設定された構成としてもよい。また、特定の段階でステップ
アップが停止した場合は、その他の段階でステップアップが停止した場合に比して、対象
の当否判定結果が大当たりとなる蓋然性が高くなるよう設定された構成としてもよい。
【０２２１】
４－６）複合表示演出
４－６－１）本実施形態にかかる遊技機１が実行可能な複合表示演出８５について説明す
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る。複合表示演出８５（図３４等参照）は、第一演出８５１および第二演出８５２が組み
合わされた演出である。第一演出８５１および第二演出８５２は、互いに関連付けられた
演出であれば、具体的な態様は適宜変更可能である。本実施形態の複合表示演出８５の態
様（第一演出８５１および第二演出８５２の態様）は以下の通りである。
【０２２２】
　複合表示演出８５は、複合表示領域１３が複数の領域（以下、各領域を分割領域８６と
称することもある）に区画される演出である。各領域において、識別図柄２０の変動が変
動表示される。複合表示演出８５により報知される当否判定結果は一つであるため、原則
的には一組の識別図柄群２０ｇ（本実施形態では三つの識別図柄群２０ｇからなる）が変
動表示され、その組み合わせにより当否判定結果が報知されることになるところ、複合表
示演出８５においては擬似的に複数組の識別図柄群２０ｇが各分割領域８６において変動
表示される（図３４（ａ）参照）。
【０２２３】
　各分割領域８６において表示される識別図柄群２０ｇは、三つの識別図柄群２０ｇのう
ち二つの変動が最終的に停止（擬似的な停止を含む）する。変動は各分割領域８６におい
て順に停止していくようにしてもよいし、同時に停止することがあってもよい。変動が停
止したことによりリーチ状態が構築されたとき（図３４（ｂ）参照）には、当該分割領域
８６には今後の遊技の進行を示唆する示唆画像８７が表示される。かかる示唆画像８７は
少なくとも二つ表示される（すなわち、リーチ状態は少なくとも二つ構築される）ように
設定されており、表示された示唆画像８７を用いたルーレット演出（選択演出）が実行さ
れる（図３４（ｃ）参照）。具体的には、表示された二以上の示唆画像８７のうちのいず
れかが選択され（図３４（ｄ）参照）、当該示唆画像８７の内容に応じて遊技が進行する
。なお、ルーレット演出において選択される示唆画像８７は遊技者の意思によらず自動的
に選択されるもの（選択される示唆画像８７は内部的に決まっているもの）である。遊技
者に押しボタン等の操作手段９２を操作することを促し、当該操作手段９２が操作される
ことを契機として（もしくは、操作有効期間が経過することを契機として）いずれかの示
唆画像８７が選択される構成としてもよいが、かかる構成とする場合であっても、選択さ
れる示唆画像８７は予め決まっているものとされる。かかる点以外のルーレット演出の具
体的態様はどのようなものであってもよい。例えば、一旦選択された示唆画像８７が、別
の示唆画像８７に変化する、といった態様が発生しうるものとしてもよい。
【０２２４】
　示唆画像８７として設定されうるものはどのようなものであってもよい。いわゆるスー
パーリーチ演出が実行されることを示唆する画像（演出の内容が文字等により表された画
像）等を例示することができる。また、本実施形態では、ルーレット演出が継続すること
を示す示唆画像８７（例えば、「継続」という文字を含む画像）も設定されている。ルー
レット演出において「継続」の示唆画像８７が選択され、ルーレット演出が継続する回数
が多くなるほど、対象の当否判定結果が大当たりとなる蓋然性が高くなるよう設定されて
いる。なお、ルーレット演出において「継続」の示唆画像８７が選択され、当該演出が継
続することは、いわゆる擬似連続演出が発生することと同等である（同信頼度の演出）と
して設定されている。
【０２２５】
　第一演出８５１および第二演出８５２は、それぞれが一または複数の分割領域８６を表
示する演出である。具体的には、第一演出８５１は第一表示装置１１（第一表示領域１１
１）に、第二演出８５２は第二表示装置１２（第二表示領域１２１）に、それぞれ一また
は複数の分割領域８６を表示する。第一演出８５１として少なくとも一つの分割領域８６
が、第二演出８５２として少なくとも一つの分割領域８６が表示されるものとすれば、表
示領域全体（複合表示領域１３全体）で、複数の分割領域８６が表示されることとなる。
【０２２６】
　本実施形態では、複合表示領域１３全体で五つの分割領域８６が構築された第一分割態
様（図３３（ａ）参照）と、複合表示領域１３全体で八つの分割領域８６が構築された第
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二分割態様（図３３（ｂ）参照）が発生する。第一分割態様は、第一演出８５１として第
一表示領域１１１に四つの分割領域８６が、第二演出８５２として第二表示領域１２１に
一つの分割領域８６が構築された態様である。第二分割態様は、第一演出８５１として第
一表示領域１１１に四つの分割領域８６が、第二演出８５２として第二表示領域１２１に
四つの分割領域８６が構築された態様である。本実施形態では、基本的には、第二分割態
様が設定される。演出の途中で分割領域８６の数が変化することがあってもよい。
【０２２７】
　第一演出８５１および第二演出８５２のそれぞれにおいては、各分割領域８６を区切る
区切画像が表示される。例えば、第一演出８５１として第一表示領域１１１に四つの分割
表示領域が構築された状態や、第二演出８５２として第二表示領域１２１に四つの分割表
示領域が構築された状態においては、各表示領域を四つに分割するような区切画像（本実
施形態では×の形態を呈する画像）が表示される。また、第二演出８５２として第二表示
領域１２１に一つの分割領域８６が構築された状態においては、第一表示領域１１１の外
縁に沿うような区切画像が表示される。また、第一表示領域１１１と第二表示領域１２１
の境界（境界枠部１４）自体も、各分割領域８６を区切る要素として機能する。
【０２２８】
　上記区切画像は、第一演出８５１を構成する一部の要素（第一演出要素）であり、第二
演出８５２を構成する一部の要素（第二演出要素）であるといえる。本実施形態では、各
演出の区切画像は、白の区切画像８６１、緑の区切画像８６２および赤の区切画像８６３
（図３３（ｃ）参照）のいずれかとされる。つまり、第一演出要素と第二演出要素は、予
め設定された複数種の候補要素（白、緑、赤の区切画像）のうちのいずれかが設定される
ということである。緑の区切画像８６２は、白の区切画像８６１よりも、遊技者に有利な
状況へ移行したこと（大当たり信頼度が高まったこと）を示す画像として設定されている
。赤の区切画像８６３は、緑の区切画像８６２よりも、遊技者に有利な状況へ移行したこ
とを示す画像として設定されている。つまり、赤の区切画像８６３は、複数種の候補要素
のうち、遊技者にとって最も価値の高い画像として設定されている。
【０２２９】
　具体例をもとに、複合表示演出８５の概要について説明する。初期状態において、第一
演出８５１および第二演出８５２の双方が四つの分割領域８６に区分けされて、第一演出
要素として白の区切画像８６１が、第二演出要素として緑の区切り画像が設定されていた
とする（図３４（ａ）～（ｃ）参照）。その後の一回目のルーレット演出において「継続
」の示唆画像８７が選択されたとき（図３４（ｄ）参照）、二回目のルーレット演出が開
始される（図３５（ａ）参照）。このとき、第一演出要素として緑の区切画像８６２が表
示される。つまり、変化前には第二演出要素として設定されていた緑の区切画像８６２が
、変化後に第一演出要素として設定された状態となる。つまり、「継続」の示唆画像８７
が選択されることは遊技者に有利な状況として設定されているところ、それを示す変化と
して、一回目のルーレット演出においては第二演出要素として設定されていたものが、二
回目のルーレット演出においては第一演出要素に設定されたものとなる態様が設定されて
いる。簡単にいえば、第二表示領域１２１に示されていた所定の演出要素が、第一表示領
域１１１に移動するというような変化態様（以下、当該変化の態様を基本変化態様と称す
ることもある）となる。
【０２３０】
　また、二回目のルーレット演出においては、第二演出要素として赤の区切画像８６３が
設定された状態となる。つまり、第二演出要素もステップアップする。これにより、二回
目のルーレット演出では、第一演出要素として緑の区切画像８６２が、第二演出要素とし
て赤の区切り画像が設定された状態となる。
【０２３１】
　その後のルーレット演出において再び「継続」の示唆画像８７が選択されたとする（図
３５（ｂ）参照）。つまり、再びルーレット演出（三回目のルーレット演出）が開始され
るとする（図３５（ｃ）参照）。この場合には、変化前には第二演出要素として設定され
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ていた赤の区切画像８６３が、変化後に第一演出要素として設定された状態となる。つま
り、一回目から二回目に切り替わる際の変化と同様に、第二表示領域１２１に示されてい
た所定の演出要素が、第一表示領域１１１に移動するというような基本変化態様が発生す
る。
【０２３２】
　また、三回目のルーレット演出においては、第二演出要素として赤の区切画像８６３が
設定された状態となる。つまり、第二演出要素はステップアップしない。候補要素として
設定された三種の区切画像のうち、赤の区切画像８６３は遊技者にとって最も価値が高い
ものとして設定されているから、これ以上ステップアップすることはない。
【０２３３】
　このように、本実施形態では、複合表示演出８５（ルーレット演出）の継続という遊技
者にとって有利な方向への変化を示すものとして、変化前に第二演出要素として設定され
ていた要素（候補要素）が、変化後に第一演出要素として設定されるという基本変化態様
が設定されている。つまり、演出要素があたかも移動したかのような変化が発生するとい
う斬新な演出である。
【０２３４】
　また、第一演出８５１は第一表示装置１１（第一表示領域１１１）にて実行されるもの
であり、第二演出８５２は第二表示装置１２（第二表示領域１２１）にて実行されるもの
であるから、両演出を明確に区分けすることが可能である。
【０２３５】
　表示領域の大小関係に基づき、第一表示装置１１は「主表示装置」、第二表示装置１２
は「副表示装置」であると捉えられるところ、上記変化は、第二表示装置１２にて表示さ
れていた第二演出要素が、第一表示装置１１に表示される第一演出要素に移行するという
態様であるため、「主表示装置」である第一表示装置１１にて実行されている演出を基準
とすれば、遊技者は、基本変化態様は遊技者にとって喜ばしい方向への変化（ステップア
ップ）であるということを把握することが可能となる。
【０２３６】
　また、基本変化態様が発生する際、当該変化の前後で第二演出要素の種類も変化するこ
とがある（上記例でいえば、一回目のルーレット演出では緑の区切画像８６２であった第
二演出要素が、二回目のルーレット演出では赤の区切画像８６３となる変化）。このよう
な変化が発生することにより、基本変化態様は遊技者にとって喜ばしい方向への変化（ス
テップアップ）であるということをより明確に示すことが可能となる。ただし、候補要素
として設定された三種の区切画像のうち、最も価値の高い区切画像（赤の区切画像８６３
）が第二演出要素として設定された後は、次の複合表示演出８５が発生した場合であって
も、それ以上ステップアップすることはない。
【０２３７】
　本実施形態では、遊技者に有利な方向への変化を示す複合表示演出８５の変化態様とし
て、上記基本変化態様とは異なる特殊変化態様が設定されている。以下、特殊変化態様に
ついて説明する。
【０２３８】
　特殊変化態様は、第一演出要素および第二演出要素のいずれもが、遊技者にとって最も
価値の高い候補要素（本実施形態では赤の区切画像８６３）に設定されたとき（図３６（
ａ）参照）に発生しうる変化態様である。換言すれば、これ以上基本変化態様に基づく変
化を実行することができない状態となったときに発生しうる変化態様であるといえる。第
一演出８５１および第二演出８５２の両方とも赤の区切画像８６３が表示された複合表示
演出８５のルーレットにおいて「継続」の示唆画像８７が選択され（図３６（ｂ）参照）
、次のルーレット演出が発生する（図３６（ｃ）参照）とする。この場合、特殊変化態様
が発生することがある。
【０２３９】
　特殊変化態様は、基本変化態様と異なるものであれば基本的にはどのようなものであっ
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てもよい。本実施形態における特殊変化態様は、先のルーレット演出に比して、その後発
生するルーレット演出（後のルーレット演出）の方が、遊技者に有利なものとなるという
変化である。
【０２４０】
　その変化の一例としては、複数の示唆画像８７が先のルーレット演出において表示され
たとき、後のルーレット演出においては、先のルーレット演出において表示された示唆画
像８７の一部が排除された上で、当該後のルーレット演出において選択されうる示唆画像
８７として表示される態様が考えられる。つまり、ルーレット演出における「選択肢」が
減少する変化である（図３６（ｂ）（ｃ）参照）。このように、ルーレット演出における
「選択肢」が減少するという変化が発生すると、遊技者は発展先が限定されることにより
大当たりに近づいたのではないかという印象を受ける。つまり、上記基本変化態様に基づ
く変化を実行することができない状態（実行することが困難な状態）となった後も、遊技
者は有利な状況に変化したことを把握することが可能である。
【０２４１】
　この場合、先のルーレット演出において表示された複数の示唆画像８７のうち、選択さ
れることが遊技者にとって不利な示唆画像８７の少なくとも一部が排除されるようにする
とよい。例えば、選択されたときに、対象の当否判定結果がはずれとなってしまうことが
確定する示唆画像８７（「残念」の示唆画像８７）が必ず排除されるといった構成とする
ことが考えられる（図３６（ｃ）（ｄ）参照）。
【０２４２】
　なお、特殊変化態様として、「選択肢」が増加する変化が設定されていてもよい。選択
されることが遊技者にとって有利な示唆画像８７が増加するような構成とすれば、遊技者
は有利な状況に変化したことを把握することが可能となる。
【０２４３】
４－６－２）本実施形態における上記複合表示演出８５の構成はあくまで一例である。例
えば以下のように変更、具体化等してもよい。
【０２４４】
ａ）本実施形態における複合表示演出８５は、第一演出８５１は第一表示装置１１（第一
表示領域１１１）にて、第二演出８５２は第二表示装置１２（第二表示領域１２１）にて
実行されるものであることを説明したが、一の表示装置にて実行されるものとしてもよい
。つまり、一の表示装置における所定の領域にて第一演出８５１が実行され、他の領域に
て第二演出８５２が実行される構成としてもよい。
【０２４５】
ｂ）本実施形態における複合表示演出８５では、第一表示領域１１１に一または複数の分
割領域８６が、第二表示領域１２１に一または複数の分割領域８６が表示されること（表
示領域間の境界（境界枠部１４）自体が、各分割領域８６を区切る要素として機能するこ
と）を説明したが、複数の分割領域８６のうちのいずれかが第一表示領域１１１（第一表
示装置１１）と第二表示領域１２１（第二表示装置１２）に跨るように表示されうる構成
としてもよい（図３７参照）。ルーレット演出（選択演出）に関していえば、複数の示唆
画像８７（選択肢）のうちのいずれかが第一表示領域１１１と第二表示領域１２１に跨っ
て表示された状態となるということである。
【０２４６】
　本実施形態のように表示領域間の境界自体が分割領域８６を区切る要素として機能した
状態と、少なくとも一部の分割領域８６が第一表示領域１１１と第二表示領域１２１に跨
るように表示された状態とでは、遊技者の見た目の印象が大きく異なることから、演出の
趣向性を高めることが可能となる。
【０２４７】
ｃ）本実施形態における複合表示演出８５では、ルーレット演出において「継続」が選択
されたときに、基本変化態様や特殊変化態様による変化が生じることを説明したが、これ
以外のタイミングで変化が生じるようにしてもよい。
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【０２４８】
　例えば、複合表示領域１３全体に挿入画像８９（図３８（ｂ）参照）を一時的に表示す
る。当該挿入画像８９が表示されているときには、分割領域８６に区分けされた状態が表
示されないこととなるから、当該挿入画像８９が表示される前後で、上記基本変化態様や
特殊変化態様が生じるようにすることが考えられる。
【０２４９】
　また、挿入画像８９が表示される前後で、上記基本変化態様や特殊変化態様とは異なる
その他の変化が発生することがあるようにしてもよい。当該その他の変化としては、分割
領域８６の数が変化すること、例えば、上述した第一分岐態様と第二分岐態様の一方から
他方に変化すること等が考えられる（図３８参照）。
【０２５０】
ｄ）本実施形態における複合表示演出８５は、基本的にはルーレット演出において選択さ
れた示唆画像８７に応じたその後の展開が発生するものであることを説明したが、示唆画
像８７の選択を経ずに他の演出に移行することがあってもよい。例えば、ルーレット演出
において遊技者に対し押しボタン等の操作手段９２の操作を促し、当該操作手段９２が操
作されることを契機として（もしくは、操作有効期間が経過することを契機として）、別
の演出に移行する。このようにすることで、遊技者に驚きを与えることが可能となる。
【０２５１】
　別の演出はどのようなものであってもよいが、上述した分岐演出、同時進行演出７０、
複合報知演出７５といった、複数の表示装置１０（第一表示装置１１および第二表示装置
１２）を利用した演出であることが好ましい。本実施形態における複合表示演出８５は複
数の表示装置１０を利用したものであるから、複数の表示装置１０を利用した別の演出に
突然移行するようにするとよい。
【０２５２】
　以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施形態に何ら限定
されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。
【０２５３】
　上記実施形態から得られる具体的手段（遊技機）を以下に列挙する。
【０２５４】
○手段１－１
　一方側から他方側にかけて次第に後方に向かうように表示面が傾斜した状態となること
が可能な表示装置を備え、
　前記表示面の一方側に表示される画像に比して、前記表示面の他方側に表示される画像
の方が、明度が高くなるように設定されていることを特徴とする遊技機。
　このように構成することで、表示面の後方が遊技者に暗く見えてしまうのを抑制するこ
とが可能である。
【０２５５】
○手段１－２
　前記表示面の少なくとも一部に表示される画像が、前記他方側に近づくにつれて次第に
明度が高くなるように設定されていることを特徴とする手段１－１に記載の遊技機。
　このように、他方側（後方）に向かって次第に明度が高くなるよう（グラデーション）
にすることで、遊技者の視点での画像の均一性を高めることが可能である。
【０２５６】
○手段１－３
　前記一方側は前記表示面の上側であり、前記他方側は前記表示面の下側であることを特
徴とする手段１－１または手段１－２に記載の遊技機。
　上方から下方にかけて後方に位置するように表示面が傾斜していると、表示装置の上側
部分が影となり、表示面の下側が暗く見えてしまうおそれが高まるところ、上記のような
構成とすることでこのような状況となるおそれを低減することが可能である。
【０２５７】
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○手段１－４
　前記表示装置とは異なる別の表示装置を備え、
　前記表示装置は、その他方側が前記別の表示装置側に位置するように配置されているこ
とを特徴とする手段１－１から手段１－３のいずれかに記載の遊技機。
○手段１－５
　前記別の表示装置は、その表示面が前後方向に対して略直交するように配置されたもの
であることを特徴とする手段１－４に記載の遊技機。
　このように、表示装置と別の表示装置が並ぶ構成である場合、別の表示装置に表示され
る画像との比較において表示装置に表示される画像の不均一性が目立ってしまうおそれが
高まるところ、上記のような構成とすることでこのような状況となるおそれを低減するこ
とが可能である。
【０２５８】
○手段１－６
　前記表示装置は、常態においてその表示面が傾斜した状態にあるものであることを特徴
とする手段１－１から手段１－５のいずれかに記載の遊技機。
○手段１－７
　前記表示装置は、動かないように固定されたものであることを特徴とする手段１－１か
ら手段１－６のいずれかに記載の遊技機。
　表示面が傾斜した状態にないものに対し上記のような措置が施されると、逆に画像が不
均一に見えてしまう。したがって、上記のような措置が施される対象の表示装置としては
、表示装置が可動するものの場合には常態において表示面が傾斜した状態にあるものか、
傾斜した状態で固定されているものであることが好ましい。
【０２５９】
○手段２－１
　複数の表示装置と、
それぞれが複数種の識別図柄を含む複数の識別図柄群を変動表示させ、それぞれの識別図
柄群から選択されて停止した識別図柄の組み合わせにより当否判定結果を報知する報知手
段と、
前記複数の識別図柄群のうちの一部と他の一部が、異なる表示装置にて変動表示される特
定変動演出を実行することが可能な演出実行手段と、
を備えることを特徴とする遊技機。
　このような構成とすることにより、変動する識別図柄の見た目を斬新なものとすること
が可能である。
【０２６０】
○手段２－２
　前記特定変動演出は、各表示装置にて変動表示される識別図柄群の変動方向が互いに異
なるものであることを特徴とする手段２－１に記載の遊技機。
　このように、変動方向が異なる識別図柄群のそれぞれは、異なる表示装置にて表示され
る（表示装置に対応づけた変動方向が設定されている）というものとすれば、変動方向の
違いが強調されることになる。
【０２６１】
○手段２－３
　前記表示装置として、第一表示装置および当該第一表示装置よりもアスペクト比（縦の
長さ／横の長さ）が小さい第二表示装置を備え、
　前記特定変動演出において、前記第二表示装置に表示される識別図柄群は、略横方向に
変動表示されることを特徴とする手段２－２に記載の遊技機。
　このようにすることで、第二表示装置に表示される識別図柄群の変動方向（略横方向の
変動）が強調されることになる。
【０２６２】
○手段２－４
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　前記特定変動演出において、前記第一表示装置に表示される識別図柄群は、略縦方向に
変動表示されることを特徴とする手段２－３に記載の遊技機。
　このようにすることで、第一表示装置に表示される識別図柄群の変動方向（略縦方向の
変動）が強調されることになる。
【０２６３】
○手段２－５
　前記第一表示装置および前記第二表示装置は、横方向における左右の側縁の位置を一致
させるようにして、上下に並ぶように配置されていることを特徴とする手段２－２または
手段２－４に記載の遊技機。
　このような構成とすることで、第一表示装置と第二表示装置の一方が「横長」または「
縦長」の形状であるということが、他方により強調されることとなる。
【０２６４】
○手段２－６
　前記第二表示装置に変動表示される識別図柄群は、最後に変動が停止されるものである
ことを特徴とする手段２－３から手段２－５のいずれかに記載の遊技機。
　このような構成とすることで、遊技者が最も注目するであろう最後に変動が停止される
識別図柄群が、第二表示装置に表示されることにより強調されることとなる。
【０２６５】
○手段３－１
　当否判定結果を報知するための識別図柄が変動表示される表示装置と、
前記識別図柄をその変動方向に向かって次第に細くなるように前記表示装置に表示するこ
とが可能な表示制御手段と、
を備えることを特徴とする遊技機。
　このように、各識別図柄（群）がその変動方向に向かって次第に細くなるように表示さ
れるという斬新な表示態様とすることで、遊技の趣向性向上につながる。
【０２６６】
○手段３－２
　前記識別図柄は、前記表示装置の表示領域外に消失点が設定されているかのように表示
されることを特徴とする手段３－１に記載の遊技機。
　このような構成とすることで、各識別図柄の立体感が高まる。
【０２６７】
○手段３－３
　複数の識別図柄の全てが、その変動方向に向かって次第に細くなるように、かつ、それ
ぞれについて同じ位置に前記消失点が設定されているかのように表示されることを特徴と
する手段３－２に記載の遊技機。
　このように、複数の識別図柄の全てについての消失点が同じ位置に設定されているかの
ように各識別図柄が表示されるものとすれば、これら複数の識別図柄が相まって、各識別
図柄の立体感がさらに高められる。
【０２６８】
○手段３－４
　前記表示装置の表示領域は、前記識別図柄の変動方向に交差する辺の長さよりも、前記
識別図柄の変動方向に沿う辺の長さの方が長いことを特徴とする手段３－１から手段３－
３のいずれかに記載の遊技機。
　このように、「縦長」の表示領域の長手方向に沿うように識別図柄が変動表示されるよ
うにすれば、識別図柄の立体感がさらに高められる。
【０２６９】
○手段３－５
　前記表示装置の表示面の少なくとも一部は、変動表示される前記識別図柄の進行方向に
向かって次第に遊技者側に位置するように傾斜した傾斜面を含むことを特徴とする手段３
－１から手段３－４のいずれかに記載の遊技機。
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　このような構成とすれば、識別図柄が傾斜面に表示されているときには、あたかも識別
図柄が次第に遊技者に近づいていくような面白みのある表示態様となる。
【０２７０】
○手段３－６
　前記識別図柄は上方に向かうように変動表示され、
　前記表示装置の表示面は、その上側に前記傾斜面を含むものであることを特徴とする手
段３－５に記載の遊技機。
　このような構成とすれば、遊技者に対し、識別図柄が自身の上方（頭上）を通過してい
るのではないかといった印象を与えることが可能である。
【０２７１】
○手段３－７
　前記表示装置の表示面は、前記傾斜面と、前後方向に対して直交する平坦面を含むこと
を特徴とする手段３－５または手段３－６に記載の遊技機。
　このような構成とすることで、変動する各識別図柄（群）は、平坦面から傾斜面に移行
するように表示されることになる。これにより、各識別図柄の変動を三次元的にみせるこ
とが可能となる。
【０２７２】
○手段４－１
　第一表示装置と、
前記第一表示装置よりも表示領域が小さい第二表示装置と、
前記第一表示装置に特定画像が表示されているとき、前記第二表示装置に当否判定結果を
報知するための識別図柄を表示する表示制御手段と、
を備えることを特徴とする遊技機。
　このような構成とすることで、第一表示装置に特定画像が表示されているときであって
も、遊技者は識別図柄がどのような状態にあるのかを把握することが可能となる。
【０２７３】
○手段４－２
　前記第一表示装置および前記第二表示装置の両方、または前記第一表示装置に前記識別
図柄が表示された状態から、前記第一表示装置に前記特定画像が表示され、前記第二表示
装置に前記識別図柄が表示された状態に移行することを特徴とする手段４－１に記載の遊
技機。
　このような構成とすることで、特定画像が突発的に表示されたかのような印象を遊技者
に与えることが可能となる。
【０２７４】
○手段４－３
　前記第一表示装置に表示される画像は、複数のレイヤが重ねられて出力されるものであ
り、
　前記複数のレイヤとして、識別図柄を含む画像を表示する図柄レイヤ、および当該図柄
レイヤよりも前側の前記特定画像を表示する特定レイヤが設定されていることを特徴とす
る手段４－１または手段４－２に記載の遊技機。
○手段４－４
　前記特定レイヤは、前記複数のレイヤのうち最も前側に設定されるレイヤであることを
特徴とする手段４－３に記載の遊技機。
○手段４－５
　前記特定画像は、第一表示装置の表示領域の全域に表示される画像であることを特徴と
する手段４－１から手段４－４のいずれかに記載の遊技機。
　このような構成とした場合、特定画像が出力されたときに識別図柄が出力されたとして
もそれは特定画像に覆われて見えない。したがって、特定画像が出力されているときには
、第二表示装置にて識別図柄を表示する。
【０２７５】
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○手段４－６
　前記特定画像は、三次元的な画像であることを特徴とする手段４－１から手段４－５の
いずれかに記載の遊技機。
　三次元的な画像に対し別の画像を重ねてしまうと、当該三次元的な画像が三次元的に見
えなくなってしまうおそれがある。したがって、特定画像には別の画像が重ねて表示され
ないようにすることが好ましい。そして、このような構成としても、特定画像が第一表示
装置に表示されているときには、識別図柄が第二表示装置に表示されることになるため、
識別図柄がどのような状態にあるのかを把握することが可能である。
【０２７６】
○手段４－７
　前記第一表示装置に前記特定画像が表示されているとき、前記第二表示装置には、遊技
者に有利な遊技の進行が発生することを示す組み合わせで前記識別図柄が表示される場合
があることを特徴とする手段４－１から手段４－６のいずれかに記載の遊技機。
　このような構成とすることで、遊技者に有利な遊技の進行が発生するときに特定画像が
表示された場合であっても、識別図柄の状態（有利な遊技の進行を示す組み合わせ）を把
握することが可能である。
【０２７７】
○手段５－１
　表示領域の側縁に沿って設けられた有体物である枠部を有する表示装置と、
前記枠部を前記表示領域に表示される画像とみなした枠演出を実行することが可能な演出
実行手段と、
を備えることを特徴とする遊技機。
　このような構成とすることで、表示装置の枠部を擬似的な画像と見立てた面白みのある
演出を実行することが可能となる。
【０２７８】
○手段５－２
　前記表示装置として、第一表示装置および第二表示装置を備え、
　前記第一表示装置と前記第二表示装置の少なくともいずれか一方に設けられた枠部が両
表示装置の表示領域の間に位置していることを特徴とする手段５－１に記載の遊技機。
　第一表示装置と第二表示装置の両方を視認可能とする場合、両表示装置の表示領域の間
に位置する枠部を隠すことはできない。かかる枠部を擬似的な画像と見立てて演出に利用
するとよい。
【０２７９】
○手段５－３
　前記枠演出は、画像とみなされた前記枠部と関わり合う特定画像が表示されるものであ
って、当該特定画像が前記第一表示装置および前記第二表示装置の一方の表示領域に表示
された状態から他方の表示領域に表示された状態に遷移する演出であることを特徴とする
手段５－１または手段５－２に記載の遊技機。
○手段５－４
　前記枠演出は、画像とみなされた前記枠部を支持部として前記特定画像が変位するかの
ような表示がなされる演出であることを特徴とする手段５－３に記載の遊技機。
　このような構成とすることで、画像と見立てた枠部の「画像であるかような印象」を高
めることが可能である。
【０２８０】
○手段５－５
　前側に遊技領域が形成された遊技盤を備え、
　前後方向において、前記遊技盤に形成された開口と前記枠部の少なくとも一部が重なる
ように前記表示装置が配置されていることを特徴とする手段５－１から手段５－４のいず
れかに記載の遊技機。
　このように、遊技盤の開口を通じて表示装置が配置される場合、表示装置の枠部の少な
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くとも一部が当該開口を通じて視認される状況となる。したがって、当該視認される枠部
を擬似的な画像と見立てて演出に利用するとよい。
【０２８１】
○手段６－１
　第一表示装置および第二表示装置と、
少なくとも前記第一表示装置を利用して実行される演出であって、所定の分岐点以降に実
行される演出態様がその都度変化しうる主演出、および、前記第二表示装置を利用して実
行される演出であって、前記分岐点以降に実行される前記主演出の演出態様が一定でない
ことを遊技者に示唆する副演出を実行する演出実行手段と、
を備えることを特徴とする遊技機。
　ある演出に初めて接した遊技者は、当該演出がどのような内容の演出であるか全く知ら
ないため、演出の途中に分岐点が設定されていることを把握できないおそれがある。上記
のような構成とすれば、副演出により主演出に分岐点が存在することが示されるため、遊
技者は主演出の分岐点以降の態様が毎回同じではないことを把握することが可能となる。
【０２８２】
○手段６－２
　前記主演出における前記分岐点以降の演出態様は、記憶手段に記憶されている複数種の
基本態様のうちのいずれかから選択されて設定されるものであり、
　前記副演出は、前記複数種の基本態様のうちの少なくとも一部である二以上の態様を実
行中の主演出の分岐点以降の演出態様として設定される可能性がある候補態様とし、当該
候補態様を表す候補表示を前記第二表示装置に表示した上で、当該実行中の主演出の分岐
点以降の演出態様として実行される候補態様に対応する候補表示を選択する演出であるこ
とを特徴とする手段６－１に記載の遊技機。
　このような構成とすることで、主演出の分岐点以降の態様が分かりやすいものとなる。
【０２８３】
○手段６－３
　前記記憶手段に記憶されている前記基本態様の数は、前記副演出において表示される前
記候補表示の数よりも多いことを特徴とする手段６－２に記載の遊技機。
　このような構成とすることで、演出の幅が広がる。
【０２８４】
○手段６－４
　前記副演出において表示される二以上の前記候補表示は、選択されたときに遊技者が有
利な状況となる蓋然性である信頼度が互いに異なるものであることを特徴とする手段６－
１から手段６－３のいずれかに記載の遊技機。
　このような構成とすることで、主演出が途中で信頼度が異なる態様に分岐する演出であ
るということを把握することが可能となる。
【０２８５】
○手段６－５
　前記副演出において、前記副演出において表示される二以上の前記候補表示のうち、信
頼度が最も高い候補表示が選択される蓋然性が、当該副演出の一部として前記第二表示装
置にて示唆されることを特徴とする手段６－４に記載の遊技機。
　このような構成とすることで、副演出に対する遊技者の注目の度合が高まる。また、「
信頼度が最も高い候補表示が選択される蓋然性」は第二表示装置にて示唆される（第一表
示装置にて示唆されるものではない）ため、主演出の世界観が崩れてしまうことが抑制さ
れる。
【０２８６】
○手段７－１
　前半部分から後半部分に移行することが、遊技者に有利な事象として設定されている第
一予告演出および第二予告演出を実行する演出実行手段を備え、
　前記第一予告演出が前半部分から後半部分に移行するか否かの結末、および前記第二予
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告演出が前半部分から後半部分に移行するか否かの結末が略同時に示されることを特徴と
する遊技機。
　上記遊技機は、前半部分から後半部分に移行することが、遊技者に有利な事象として設
定されている第一予告演出および第二予告演出について、前半部分から後半部分に移行す
るか否かの結果が略同時に示されるという面白みのある演出を実行することが可能である
。
【０２８７】
○手段７－２
　前記第一予告演出および前記第二予告演出の一方が前半部分から後半部分へ移行し、他
方が前半部分から後半部分に移行しない態様が発生しうることを特徴とする手段７－１に
記載の遊技機。
○手段７－３
　前記第一予告演出および前記第二予告演出の両方が前半部分から後半部分へ移行する態
様が発生しうることを特徴とする手段７－１または手段７－２に記載の遊技機。
○手段７－４
　前記第一予告演出および前記第二予告演出の両方が前半部分から後半部分へ移行しない
態様が発生しうることを特徴とする手段７－１から手段７－３のいずれかに記載の遊技機
。
　前半部分から後半部分への移行の成否の態様として、上記のような態様が発生するよう
にすれば、演出の幅が広がる。
【０２８８】
○手段７－５
　前記第一予告演出および前記第二予告演出の後半部分の結末により、遊技者に利益が付
与されるか否かが報知されることを特徴とする手段７－１から手段７－４のいずれかに記
載の遊技機。
　このように、後半部分に移行した場合にはその結末により利益が付与されるか否かが報
知されるようにすれば、前半部分から後半部分に移行するか否かという点に対する遊技者
の注目の度合が高まる。
【０２８９】
○手段７－６
　前記第一予告演出の後半部分の結末により遊技者に利益が付与されることが報知された
場合と、前記第二予告演出の後半部分の結末により遊技者に利益が付与されることが報知
された場合とでは、遊技者が享受する利益の期待値が異なることを特徴とする手段７－５
に記載の遊技機。
○手段７－７
　前記第一予告演出および前記第二予告演出の後半部分の結末により、大当たりに当選し
たか否かが報知されるよう構成され、
　前記大当たりとして、第一大当たりおよび当該第一大当たりよりも遊技者が享受する利
益が大きい第二大当たりが設定されており、
　前記第二予告演出の後半部分の結末により大当たりに当選したことが報知された場合に
は、当該大当たりが第二大当たりとなることが確定することを特徴とする手段７－６に記
載の遊技機。
　このような構成とすれば、いずれの予告演出が後半部分に移行するかということに対す
る遊技者の関心が高まることになる。
【０２９０】
○手段７－８
　前記第一予告演出および前記第二予告演出は、異なる表示装置にて実行されることを特
徴とする手段７－１から手段７－７のいずれかに記載の遊技機。
　このような構成とすれば、遊技者に対し、各予告演出が独立して進行しているかのよう
な印象を与えることが可能となる。
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【０２９１】
○手段７－９
　前記第一予告演出が実行される領域と前記第二予告演出が実行される領域を合わせた領
域において、前記第一予告演出および前記第二予告演出と同様に前半部分から後半部分に
移行することが遊技者に有利な事象として設定されている、一の演出である特別演出が実
行される場合があることを特徴とする手段７－１から手段７－８のいずれかに記載の遊技
機。
　第一表示装置にて実行される第一予告演出と第二表示装置にて実行される第二予告演出
が互いに独立して進行しているかのような印象を与える演出との比較において、上記特別
演出は遊技者に対し驚きを与えるものとなる。
【０２９２】
○手段７－１０
　操作手段と、
前記操作手段の操作が演出に反映される操作演出を実行する演出実行手段と、
を備え、
　前記演出実行手段は、第一操作演出および第二操作演出を同時に発生させることが可能
であり、両演出の操作有効期間中に前記操作手段の操作が検出されたときには、当該操作
が両演出において反映されることを特徴とする遊技機。
　このよに、操作手段の操作が検出されたときに、当該操作が一度に両操作演出に反映さ
れるようにすることで、操作演出の趣向性を高めることが可能となる。
【０２９３】
○手段８－１
　遊技者に利益が付与されるか否かを報知する報知演出が実行される遊技機であって、
　少なくとも一部が同時期に進行する互いに異なる態様の複数の報知演出が実行される演
出であって、遊技者に利益が付与される場合には当該複数の報知演出の少なくともいずれ
かにて遊技者に利益が付与されることが報知される複合報知演出を実行することが可能な
演出実行手段を備えることを特徴とする遊技機。
【０２９４】
　上記遊技機における複合報知演出は、第一報知演出および第二報知演出が合わせて発生
するものであって、遊技者に利益が付与される場合には、いずれかの報知演出にて当該利
益付与が報知されるという面白みのある演出である。
【０２９５】
○手段８－２
　前記複合報知演出は、第一報知演出および第二報知演出を含み、
　先に前記第一報知演出の結末が示され、次に前記第二報知演出の結末が示されることを
特徴とする手段８－１に記載の遊技機。
　このように、複合報知演出を、第一報知演出の結末が示された後、第二報知演出の結末
が示されるというものとすれば、各報知演出の結末がどのようなものとなったのかが分か
りやすい。
【０２９６】
○手段８－３
　前記第二報知演出は、途中で演出の進行が一定期間停止するものであることを特徴とす
る手段８－２に記載の遊技機。
　このように、第一報知演出の結末と第二報知演出の結末が実行されるタイミングをずら
すために、第二報知演出の進行を途中で一時的に停止させる（停止したかのように表示す
る）という構成とすることで、途中までは両演出が同時進行しているかのような態様を実
現することが可能となる。
【０２９７】
○手段８－４
　前記第一報知演出の結末にて遊技者に利益が付与されることが報知された場合、前記第
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二報知演出の結末によりその利益の大きさが変化するか否かが報知されることを特徴とす
る手段８－２または手段８－３に記載の遊技機。
　このような構成とすれば、第一報知演出の結末により利益付与が報知されたときには、
第二報知演出の結末がいわゆる「昇格」の有無を報知するものとなるから、第一報知演出
にて大当たりに当選して、第二報知演出が無駄（無意味）になってしまったかのような印
象を遊技者に与えることが防止される。
【０２９８】
○手段８－５
　前記第一報知演出の結末にて遊技者に利益が付与されることが報知されなかった場合、
前記第二報知演出の結末により再度遊技者に利益が付与されるか否かが報知されることを
特徴とする手段８－２から手段８－４のいずれかに記載の遊技機。
　このような構成とすることで、利益を得るための機会が複数回設定されているかのよう
な印象を遊技者に対し与えることが可能となる。
【０２９９】
○手段８－６
　複数の表示装置を備え、
　前記複合報知演出は、前記複数の表示装置のそれぞれにて互いに異なる態様の報知演出
が実行されるように構成されていることを特徴とする手段８－１から手段８－５のいずれ
かに記載の遊技機。
　このように、第一報知演出および第二報知演出が互いに異なる表示装置にて実行される
ものとすれば、同時期に進行する演出であっても、両者を区別しやすくなる。
【０３００】
○手段８－７
　ある表示装置にて実行されていた報知演出が、所定のタイミングにて、当該ある表示装
置とは異なる別の表示装置にて実行されるものに切り替わる切替演出が発生しうることを
特徴とする手段８－６に記載の遊技機。
　このように、第一報知演出が第一表示装置にて、第二報知演出が第二表示装置にて実行
された状態から、第一報知演出が第二表示装置にて、第二報知演出が第一表示装置にて実
行された状態に切り替わるものとすれば、演出の態様が斬新なものとなる。
【０３０１】
○手段８－８
　前記複数の表示装置のうちの一つが主表示装置として設定され、
　前記複合報知演出が含む各報知演出は、異なるタイミングにて結末が示されるものであ
って、前記切替演出により各報知演出の結末が前記主表示装置にて実行されるように設定
されていることを特徴とする手段８－７に記載の遊技機。
　このように、「表示装置の切替わり」により、両報知演出の結末が必ず主表示装置にて
示されるようにすれば、当該「結末」がどのようなものとなったかが分かりやすい。
【０３０２】
○手段９－１
　表示装置と、
演出が段階的に進行するステップアップ演出を実行する演出実行手段と、
を備え、
　前記ステップアップ演出における、第Ｎ段階（Ｎは０を除く自然数である）から第Ｎ＋
１段階に移行するか否かを示す中途演出において、
当該第Ｎ＋１段階の演出態様を直接的または間接的に表す次段階画像と、
当該第Ｎ＋１段階に移行しなかった場合の演出態様を直接的または間接的に表す非進行時
画像と、
が併せて前記表示装置に表示されることを特徴とする遊技機。
　このように、上記ステップアップ演出は、第Ｎ段階の演出から、第Ｎ段階の演出に移行
するか否かを示す中途演出において、第Ｎ＋１段階に移行したときに実行される演出を示
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唆する次段階画像と、第Ｎ＋１段階に移行しなかったときに実行される演出を示唆する非
進行時画像の両方が示される構成であるため、演出（今後の展開）が分かりやすいものと
なる。
【０３０３】
○手段９－２
　前記中途演出において、前記次段階画像と前記非進行時画像は、互いに繋がっているか
のように表示されることを特徴とする手段９－１に記載の遊技機。
　このように、中途演出において表示される次段階画像と非進行時画像が互いに繋がって
いるかのように表示されるようにすることで、中途演出において、次段階画像と非進行時
画像が一緒に変位するものである（セットである）ことを明確に示すことが可能となる。
【０３０４】
○手段９－３
　前記非進行時画像は、当否判定結果を示す識別図柄を含む画像であることを特徴とする
手段９－１または手段９－２に記載の遊技機。
　このように、非進行時画像が識別図柄を含む画像とすれば、次段階の演出に移行しなか
った場合、識別図柄がどのような状態となるかを容易に把握することが可能となる。
【０３０５】
○手段９－４
　前記非進行時画像は、前記識別図柄がリーチ状態を構築しているものを含む画像である
ことを特徴とする手段９－３に記載の遊技機。
　このような構成とすることで、次段階の演出に移行しなかった場合には、リーチ状態が
構築されることを容易に把握することが可能となる。
【０３０６】
○手段９－５
　第Ｎ段階から第Ｎ＋１段階に移行する場合、前記中途演出は、前記非進行時画像が前記
表示装置の表示領域外に移動しつつ、前記次段階画像が前記表示装置の表示領域内に残っ
たかのような態様となることを特徴とする手段９－１から手段９－４のいずれかに記載の
遊技機。
　このように、第Ｎ段階から第Ｎ＋１段階に移行する場合に、非進行時画像が複合表示領
域の表示領域外に移動しつつ、次段階画像が複合表示領域内に残ったかのような態様とな
るようにすれば、次段階（第Ｎ＋１段階）に移行したということが分かりやすい。
【０３０７】
○手段９－６
　第Ｎ段階から第Ｎ＋１段階に移行する場合、前記表示装置の表示領域内に残った前記次
段階画像が、第Ｎ段階の演出において表示されていた所定の画像を覆い隠すことを特徴と
する手段９－５に記載の遊技機。
　このように、第Ｎ段階から第Ｎ＋１段階に移行する場合、複合表示領域内に残ったかの
ように表示される次段階画像が、第Ｎ段階の演出において表示されていた画像を覆い隠す
ようにすれば、次段階（第Ｎ＋１段階）に移行したということが分かりやすい。
【０３０８】
○手段９－７
　第Ｎ段階から第Ｎ＋１段階に移行したときには、前記中途演出において前記表示装置の
表示領域内に残った前記次段階画像が第Ｎ＋１段階の演出において表示される演出画像と
なることを特徴とする手段９－５または手段９－６に記載の遊技機。
　このように、第Ｎ段階から第Ｎ＋１段階に移行したときには、複合表示領域内に残った
かのように表示される次段階画像が、第Ｎ＋１段階の演出において表示される演出画像と
なるようにすれば、次段階（第Ｎ＋１段階）に移行したということが分かりやすい。
【０３０９】
○手段９－８
　第Ｎ段階から第Ｎ＋１段階への移行が発生しない場合、前記中途演出は、前記非進行時
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画像が前記次段階画像とともに前記表示装置の表示領域内に残ったかのような態様となる
ことを特徴とする手段９－１から手段９－７のいずれかに記載の遊技機。
　第Ｎ段階から第Ｎ＋１段階への移行が発生しない場合、中途演出では、非進行時画像が
次段階画像とともに複合表示領域内に残ったかのような態様とされるため、次段階（第Ｎ
＋１段階）に移行しなかったということが分かりやすい。
【０３１０】
○手段９－９
　第Ｎ段階から第Ｎ＋１段階への移行が発生しなかったときには、前記中途演出において
前記表示装置の表示領域内に残った前記次段階画像が前記演出画像とは異なる特定画像と
なる手段９－７を引用する手段９－８に記載の遊技機。
　このように、第Ｎ段階から第Ｎ＋１段階への移行が発生しなかったときには、複合表示
領域内に残った次段階画像が、第Ｎ＋１段階の演出画像とは異なる態様の別画像（特定画
像）とされるようにすれば、次段階（第Ｎ＋１段階）に移行しなかったということが分か
りやすい。
【０３１１】
○手段９－１０
　前記表示装置として、第一表示装置および第二表示装置を備え、
　第Ｎ段階から第Ｎ＋１段階に移行する場合、前記中途演出は、前記非進行時画像が前記
第一表示装置および前記第二表示装置のいずれの表示領域にも表示されない、かつ、前記
次段階画像が前記第一表示装置の表示領域に表示された態様となる一方、
第Ｎ段階から第Ｎ＋１段階への移行が発生しない場合、前記中途演出は、前記非進行時画
像が前記第一表示装置の表示領域に表示され、かつ、前記次段階画像が前記第二表示装置
の表示領域に表示された態様となる
ことを特徴とする手段９－５から手段９－７のいずれかを引用する手段９－８、または手
段９－９に記載の遊技機。
　このように、第Ｎ段階から第Ｎ＋１段階に移行する場合、次段階画像が第一表示装置に
表示される態様となる一方、第Ｎ段階から第Ｎ＋１段階への移行が発生しない場合、次段
階画像が第二表示装置に表示され、非進行時画像が第一表示装置に表示される態様となる
ようにすれば、次段階の演出に移行したか否かを示す画像は、必ず第一表示装置に表示さ
れる態様とされるため、次段階の演出への移行の成否が分かりやすい。
【０３１２】
○手段１０－１
　第一演出要素を含む第一演出、第二演出要素を含む第二演出が組み合わされた複合表示
演出を実行する演出実行手段を備え、
　前記第一演出要素および前記第二演出要素は、ともに、予め設定された複数種の候補要
素のうちのいずれかが設定されるものであり、
　遊技者に有利な方向への変化を示す前記複合表示演出の変化態様として、変化前におい
て第二演出要素として設定されていた候補要素が、変化後に第一演出要素として設定され
る基本変化態様が設定されていることを特徴とする遊技機。
　上記遊技機における複合表示演出は、遊技者にとって有利な方向への変化を示すものと
して、変化前に第二演出要素として設定されていた要素（候補要素）が、変化後に第一演
出要素として設定されるという基本変化態様が設定されている。つまり、演出要素が第二
演出から第一演出へあたかも移動したかのような変化が発生するという斬新な演出である
。
【０３１３】
○手段１０－２
　前記第一演出が実行される第一表示装置、および前記第二演出が実行される第二表示装
置を備えることを特徴とする手段１０－１に記載の遊技機。
　このように、第一演出が第一表示装置にて、第二演出が第二表示装置にて実行されるよ
うにすれば、両演出を明確に区分けすることが可能である。
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【０３１４】
○手段１０－３
　前記基本変化態様の発生により、ある候補要素が前記第二演出要素として設定された状
態から、当該ある候補要素とは異なる種類の候補要素が前記第二演出要素として設定され
た状態に変化する場合があることを特徴とする手段１０－１または手段１０－２に記載の
遊技機。
　このように、基本変化態様が発生する際、当該変化の前後で第二演出要素の種類も変化
することがあるようにすれば、基本変化態様は遊技者にとって喜ばしい方向への変化（ス
テップアップ）であるということをより明確に示すことが可能となる。
【０３１５】
○手段１０－４
　前記基本変化態様が発生した場合であっても、前記第二演出要素が変化しない場合があ
ることを特徴とする手段１０－１から手段１０－３のいずれかに記載の遊技機。
　例えば、第二演出要素として、遊技者にとって最も価値が高い候補要素が設定されてい
る場合には、第二演出要素を変化させないほうがよい。
【０３１６】
○手段１０－５
　前記第一演出要素および前記第二演出要素が同じである場合には、遊技者に有利な方向
への変化を示す前記複合表示演出の変化態様として、前記基本変化態様とは異なる特殊変
化態様が設定されていることを特徴とする手段１０－１から手段１０－４のいずれかに記
載の遊技機。
○手段１０－６
　前記複数種の候補要素のうち、遊技者にとっての価値が最も高い候補要素が前記第一演
出要素および前記第二演出要素として設定されている場合には、遊技者に有利な方向への
変化を示す前記複合表示演出の変化態様として、前記基本変化態様とは異なる特殊変化態
様が設定されていることを特徴とする手段１０－１から手段１０－４のいずれかに記載の
遊技機。
　このような構成とすれば、基本変化態様に基づく変化を実行することができない状態（
実行することが困難な状態）となった後も、遊技者は有利な状況に変化したことを把握す
ることが可能である。
【０３１７】
○手段１０－７
　前記複合表示演出は、複数の分割領域を表示する演出であって、前記第一演出および前
記第二演出のそれぞれが一または複数の分割領域を表示するものであり、
　前記第一演出要素および前記第二演出要素は、各分割領域を区切る区切画像の態様であ
ることを特徴とする手段１０－１から手段１０－６のいずれかに記載の遊技機。
　このように、分割領域を区切る区切画像の態様が第一演出要素および第二演出要素とし
て設定された構成とすれば、演出が斬新なものとなる。
【０３１８】
○手段１０－８
　前記特殊変化態様は、前記複数の分割領域の態様が、遊技者にとって有利な方向に変化
するものであることを特徴とする手段１０－５を引用する手段１０－７、または手段１０
－６を引用する手段１０－７に記載の遊技機。
　このように、特殊変化態様として、分割領域の態様が変化することを設定することがで
きる。
【０３１９】
○手段１０－９
　前記第一演出として示される前記分割領域の数と、前記第二演出として示される前記分
割領域の数が異なるものとなる場合があることを特徴とする手段１０－７または手段１０
－８に記載の遊技機。
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○手段１０－１０
　前記第一演出および前記第二演出の少なくともいずれか一方が、一の分割領域のみを示
すものとなる場合があることを特徴とする手段１０－７から手段１０－９のいずれかに記
載の遊技機。
　このような構成とすれば、演出が斬新なものとなる。
【０３２０】
○手段１０－１１
　第一表示装置および第二表示装置と、
前記第一表示装置および前記第二表示装置に複数の分割領域が表示される分割表示演出を
実行することが可能な演出実行手段と、
を備え、
　前記分割表示演出において、前記複数の分割領域のうちの少なくともいずれかが、前記
第一表示装置と第二表示装置に跨って表示されることを特徴とする遊技機。
　表示装置毎に分割領域が示された状態と、複数の分割領域のうちのいずれかが第一表示
装置と第二表示装置に跨って表示された状態とでは、遊技者の見た目の印象が大きく異な
ることから、演出の趣向性を高めることが可能となる。
【符号の説明】
【０３２１】
１　遊技機
１０　表示装置
１１　第一表示装置
１１１　第一表示領域
１２　第二表示装置
１２１　第二表示領域
１３　複合表示領域　
１４　境界枠部
２０　識別図柄
２０ｇ　識別図柄群
２１　第一識別図柄
２１ｇ　第一識別図柄群
２２　第二識別図柄
２２ｇ　第二識別図柄群
２３　第三識別図柄
２３ｇ　第三識別図柄群
Ｐ　消失点
４０　特定画像
４０１　特定レイヤ
４０２　図柄レイヤ
５０　キャラ画像
５１　線画像
６０　分岐演出
６１　主演出
６１１　第一基本態様
６１２　第二基本態様
６１３　第三基本態様
６２　副演出
６２１　第一候補表示
６２２　第二候補表示
６２３　第三候補表示
Ｑ　分岐点
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７０　同時進行演出
７１　第一予告演出
７１１　第一扉
７１２　第一ランプ
７２　第二予告演出
７２１　第二扉
７２２　第二ランプ
７３　特別演出
７３１　特別扉
７３２　特別ランプ
７５　複合報知演出
７５１　第一報知演出
７５２　第二報知演出
Ｓ　停止点
７６　停止表示
７７　複合画像
８０　ステップアップ演出
８１　基本画像
８２　複合画像
８２１　次段階画像
８２２　非進行時画像
８２３　接続画像
８３　別画像
８５　複合表示演出
８５１　第一演出
８５２　第二演出
８６　分割領域
８６１　白の区切画像
８６２　緑の区切画像
８６３　赤の区切画像
８７　示唆画像
８９　挿入画像
９２　操作手段
９０　遊技盤
９０１　開口
９０２　遊技領域
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